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変
化
は
な
ぜ
生
じ
た
か

有
価
証
券
取
引
税
は
平
成
十
一
年
三
月
末
に
廃
止
さ
れ
、
現
先
市
場
に
は
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
債
券
総
売
買
高
に
占
め

る
現
先
売
買
の
比
率
に
大
き
な
変
化
は
な
い
が
、
債
券
種
類
別
に
現
先
売
買
の
推
移
を
み
る
と
、
平
成
十
一
年
以
降
、
こ
れ
ま
で
有

価
証
券
取
引
税
が
課
税
さ
れ
て
い
た
債
券
の
現
先
売
買
が
急
増
し
て
い
る
。
課
税
債
券
の
現
先
比
率
は
平
成
十
一
年
に
は
四
・
五
％

に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
平
成
十
六
年
十
二
月
に
は
七
一
・
九
％
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化
が
生
じ
た
の
は
、
有
価

証
券
取
引
税
の
廃
止
に
よ
っ
て
現
先
売
買
の
税
コ
ス
ト
負
担
が
解
消
し
た
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
な
ど
非
課
税
債
券
の
現
先
比
率
は
急
減
し
て
い
る
。
現
先
売
買
高
に
占
め
る
非
課
税
債
券
の

比
率
は
平
成
十
一
年
に
は
九
五
・
一
％
に
達
し
て
い
た
が
、
平
成
十
六
年
十
二
月
に
は
二
八
・
一
％
に
ま
で
激
減
し
た
。
政
府
短
期

証
券
の
売
買
は
平
成
十
一
年
ま
で
ほ
ぼ
全
額
が
現
先
売
買
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
十
六
年
に
は
政
府
短
期
証
券
の
現
先
比
率

は
五
〇
％
と
半
減
し
て
い
る
。
短
期
国
債
に
つ
い
て
み
る
と
、
売
買
高
に
占
め
る
現
先
売
買
の
比
率
は
平
成
十
一
年
が
八
〇
％
、
平

成
十
六
年
に
は
七
一
・
三
％
で
あ
り
、
こ
の
時
点
を
比
較
す
る
限
り
大
き
な
変
化
は
な
い
。
し
か
し
、
昭
和
六
二
年
の
短
期
国
債
の

現
先
比
率
は
九
四
・
九
％
、
平
成
元
年
は
九
一
・
五
％
に
達
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
水
準
と
比
較
す
れ
ば
短
期
国
債
に
つ
い
て
も
現

先
比
率
は
激
減
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
後
掲
図
表
１
、
２
参
照
）。

こ
こ
で
の
問
題
は
、
何
故
、
平
成
十
一
年
か
ら
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
の
現
先
比
率
が
急
減
し
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

（1）

政
府
短
期
証
券
・
短
期
国
債
の
現
先
売
買
と
発
行
時
源
泉
徴
収
制
度

中
島
　
将
隆



政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
は
有
価
証
券
取
引
税
が
課
税
さ
れ
な
い
非
課
税
債
券
で
あ
る
。
従
っ
て
、
有
価
証
券
取
引
税
が
廃
止
さ

れ
て
も
現
先
売
買
の
変
動
と
は
無
関
係
な
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
平
成
十
一
年
を
境
に
し
て
政
府
短
期
証
券
や

短
期
国
債
の
現
先
売
買
が
急
減
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
昭
和
六
〇
年
以
降
、
な
ぜ
政
府
短

期
証
券
や
短
期
国
債
の
売
買
が
現
先
売
買
が
中
心
と
な
っ
た
の
か
、
こ
の
点
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
平
成
十
一
年
ま
で
の
現
先

市
場
は
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
の
売
買
市
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
現
在
の
特
徴
を
自
ず
と
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

１
　
政
府
短
期
証
券
・
短
期
国
債
市
場
の
成
立
と
現
先
売
買

図
表
１
は
昭
和
五
〇
年
代
中
頃
か
ら
平
成
十
一
年
ま
で
の
間
、
債
券
種
類
別
に
現
先
売
買
高
の
推
移
を
見
た
も
の
で
あ
る
。
課
税

債
券
の
現
先
比
率
は
昭
和
六
〇
年
以
降
、
激
減
す
る
。
激
減
し
た
理
由
は
金
融
自
由
化
の
進
展
に
よ
っ
て
現
先
市
場
と
競
合
す
る
自

由
性
短
期
金
融
市
場
が
次
々
に
創
設
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
先
売
買
は
有
価
証
券
取
引
税
が
課
税
さ
れ
、
課
税
部
分
は
資
金
調
達

の
コ
ス
ト
に
転
化
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
現
先
市
場
か
ら
の
資
金
調
達
は
高
コ
ス
ト
と
な
り
、
高
コ
ス
ト
の
故
に
他
の
自
由
性
短
期
金

融
市
場
と
競
合
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
課
税
債
券
の
現
先
市
場
は
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

昭
和
六
〇
年
以
降
、
課
税
債
券
の
現
先
市
場
は
消
滅
し
、
代
わ
っ
て
非
課
税
債
券
の
現
先
売
買
が
急
増
す
る
。
現
先
市
場
は
政
府

短
期
証
券
や
短
期
国
債
の
売
買
市
場
に
変
貌
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化
が
生
じ
た
の
は
、
ま
ず
、
昭
和
五
〇
年
代
末
か
ら
六

〇
年
に
か
け
て
政
府
短
期
証
券
市
場
や
短
期
国
債
市
場
が
成
立
し
た
こ
と
、
次
に
、
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
の
売
買
に
は
有
価

証
券
取
引
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
な
く
税
コ
ス
ト
負
担
が
無
か
っ
た
こ
と
、
更
に
、
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
の
売
買
が
現
先
方

式
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。

（2）



（3）

図
表
１
　
債
券
種
類
別
に
見
た
現
先
売
買
高
（
昭
和
54
年
～
平
成
11
年
）

（
注
）
１
．
昭
和

54
年
度
以
前
の
現
先
種
類
別
売
買
高
統
計
は
不
明
で
あ
る
。

54
年
度
か
ら
平
成
９
年
度
ま
で
は
『
公
社
債
月
報
』、
平
成

10
年
度
以
降
は
『
証
券
業
報
』
各
号

よ
り
作
成
。
た
だ
し
、『
公
社
債
月
報
』
は
年
度
、『
証
券
業
報
』
は
年
。

２
．
売
買
高
は
東
京
店
頭
市
場

３
．
昭
和

59
年
度
以
降
は
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
実
施
金
融
機
関
を
含
む

４
．
非
課
税
債
券
と
は
有
価
証
券
取
引
税
が
課
税
さ
れ
な
い
債
券

（
単
位
：
兆
円
、
％
）

年
度

債
券
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売
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高

Ａ
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現
先
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高
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現
先
比
率
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先
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ま
ず
、
政
府
短
期
証
券
の
市
場
成
立
過
程
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
政
府
短
期
証
券
の
市
場
は
昭
和
五
六
年
ま
で
、
事
実

上
、
存
在
し
な
か
っ
た
。
政
府
短
期
証
券
は
昭
和
二
一
年
か
ら
日
銀
引
受
で
発
行
さ
れ
、
昭
和
三
一
年
か
ら
は
定
率
公
募
残
額
日
銀

引
受
方
式
で
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
低
利
で
発
行
さ
れ
る
た
め
市
中
消
化
が
進
ま
ず
政
府
短
期
証
券
の
市
中
残
高

は
皆
無
に
等
し
か
っ
た
。
政
府
短
期
証
券
は
終
戦
直
後
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
た
が
、
政
府
短
期
証
券
の
市
場
は
存
在
し
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

日
本
銀
行
は
政
府
短
期
証
券
市
場
を
育
成
す
る
た
め
、
昭
和
五
六
年
五
月
、
単
純
売
り
切
り
方
式
に
よ
っ
て
政
府
短
期
証
券
の
市

中
売
却
を
開
始
し
た
。
売
却
額
は
一
兆
五
〇
〇
〇
億
円
で
あ
っ
た
。
以
後
、
市
中
売
却
額
は
年
々
拡
大
し
、
五
六
年
度
三
兆
円
、
五

七
年
度
七
兆
四
〇
〇
〇
億
円
、
五
九
年
度
十
一
兆
五
〇
〇
〇
億
円
と
な
り
、
六
〇
年
度
に
は
売
却
総
額
一
四
兆
三
〇
〇
〇
億
円
に
達

し
た
（
１
）。

日
本
銀
行
の
政
府
短
期
証
券
市
中
売
却
に
よ
っ
て
、
政
府
短
期
証
券
の
流
通
市
場
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
銀
行
が
売

却
し
た
政
府
短
期
証
券
は
市
中
で
活
発
に
取
引
さ
れ
た
。
有
価
証
券
取
引
税
は
政
府
短
期
証
券
に
は
課
税
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
昭
和

六
一
年
ま
で
政
府
短
期
証
券
は
源
泉
徴
収
が
免
除
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
償
還
日
に
あ
わ
せ
た
売
り
切
り
方
式
に
よ
る
市
中
売
却

が
活
況
を
呈
し
、
個
人
投
資
家
へ
の
転
売
も
認
め
ら
れ
て
い
た
（
２
）。

昭
和
六
一
年
一
月
、
日
銀
の
保
有
す
る
政
府
短
期
証
券
の
市
中
売
却
方
式
は
、
従
来
の
単
純
売
り
切
り
方
式
か
ら
現
先
方
式
に
変

更
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
政
府
短
期
証
券
の
売
買
は
全
て
現
先
売
買
と
な
っ
た
。
図
表
２
で
み
る
よ
う
に
、
昭
和
六
一
年
か
ら
政
府

短
期
証
券
の
売
買
は
全
て
現
先
売
買
と
な
り
、
平
成
一
〇
年
ま
で
こ
の
状
態
が
続
く
。
政
府
短
期
証
券
は
事
実
上
、
日
銀
引
受
で
発

行
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
日
銀
の
市
中
売
却
方
式
が
現
先
方
式
に
変
更
さ
れ
る
と
、
政
府
短
期
証
券
の
売
買
は
全
て
現
先
売
買
と
な
る

の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
昭
和
六
〇
年
以
降
、
非
課
税
債
券
の
現
先
売
買
が
急
増
す
る
の
は
、
ま
ず
、
政
府
短
期
証
券
の
売
却
方

式
が
昭
和
六
一
年
一
月
か
ら
現
先
方
式
に
変
更
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
こ
の
時
点
で
日
銀
が
売
却
方
式
を
現
先
方
式
に
変

（4）



更
し
た
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す

る
。次

に
、
短
期
国
債
市
場
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。
昭
和
六
一
年
二
月
、
短
期
国
債
が
公
募

で
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
短
期
国
債
は
国
債

整
理
基
金
特
別
会
計
か
ら
国
債
の
償
還
と
借
換
を
円

滑
に
行
う
た
め
に
発
行
さ
れ
る
も
の
で
、
割
引
短
期

国
庫
債
券
と
も
言
わ
れ
る
。
流
通
市
場
に
お
け
る
短

期
国
債
の
取
引
形
態
は
新
発
債
の
売
買
、
既
発
債
の

一
般
売
買
、
新
発
債
・
既
発
債
の
現
先
売
買
の
三
つ

に
分
類
で
き
る
が
、
短
期
国
債
の
売
買
は
図
表
２
で

み
る
よ
う
に
現
先
売
買
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
市
場

が
創
設
さ
れ
た
昭
和
六
一
年
の
短
期
国
債
売
買
高
に

占
め
る
現
先
売
買
の
比
率
は
八
六
・
七
％
、
翌
六
二

年
は
九
四
・
七
％
、
六
三
年
に
は
九
三
・
八
％
と
圧

倒
的
で
あ
る
。
現
先
方
式
に
よ
る
短
期
国
債
の
売
買

が
圧
倒
的
と
な
っ
た
の
は
、
ま
ず
、
短
期
国
債
は
源

泉
徴
収
さ
れ
る
が
現
先
方
式
で
あ
れ
ば
源
泉
徴
収
税

（5）

図表２　短期国債と政府短期証券の現先売買
（単位：兆円、％）

（注）売買高は東京店頭売買高の売りと買いの合計。平成９年までの売買高は年度（公社債引受協会
調べ）、平成10年以降の売買高は年（日本証券業協会調べ）

年
短期国債 政府短期証券

売買高
Ａ

現先売買
Ｂ

現先比率
Ｂ/Ａ

売買高
Ｃ

現先売買
Ｄ

現先比率
Ｃ/Ｄ

昭和61（1986） 264 229 86.7 335 335 100.0
62（1987） 508 482 94.9 664 664 100.0
63（1988） 484 454 93.8 622 622 100.0

平成１（1989） 566 519 91.7 386 386 100.0
２（1990） 653 539 82.5 541 541 100.0
３（1991） 839 559 66.6 426 426 100.0
４（1992） 1,478 867 58.7 527 526 99.8
５（1993） 1,346 708 52.6 601 601 100.0
６（1994） 1,665 1,155 69.4 869 869 100.0
７（1995） 1,817 1,338 73.6 807 804 99.6
８（1996） 1,314 963 73.3 569 569 100.0
９（1997） 1,338 968 72.3 541 539 99.6
10（1998） 1,419 1,022 72.0 2 1 50.0
11（1999） 1,521 1,218 80.1 1,085 952 87.7
12（2000） 1,066 843 79.1 1,555 1,120 72.0
13（2001） 803 668 83.2 1,439 929 64.6
14（2002） 464 341 73.5 1,025 524 51.1
15（2003） 668 445 66.6 1,265 679 53.7
16（2004） 485 346 71.3 1,693 846 50.0



控
除
の
事
務
手
続
き
を
省
略
で
き
る
こ
と
、
次
に
、
日
銀
の
短
期
国
債
買
オ
ペ
が
現
先
方
式
で
あ
っ
た
こ
と
、
更
に
、
フ
ル
デ
ィ
ー

リ
ン
グ
の
開
始
に
よ
る
出
来
高
競
争
に
短
期
国
債
の
現
先
売
買
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
次
節
で
詳
し

く
検
討
し
て
い
く
。

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
非
課
税
債
券
の
現
先
売
買
は
昭
和
六
一
年
以
降
、
急
激
に
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
、

日
銀
の
政
府
短
期
証
券
売
却
方
式
が
単
純
売
却
方
式
か
ら
現
先
方
式
へ
変
更
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
発
生
時
源
泉
徴
収
制
度

と
短
期
国
債
の
現
先
売
買
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

２
　
発
行
時
源
泉
徴
収
制
度
と
政
府
短
期
証
券
の
現
先
方
式
に
よ
る
市
中
売
却

（
１
）
発
行
時
源
泉
徴
収
制
度
の
導
入
と
政
府
短
期
証
券
の
例
外
扱
い

政
府
短
期
証
券
の
市
中
売
却
方
式
が
現
先
方
式
に
変
更
さ
れ
た
の
は
、
発
行
時
源
泉
徴
収
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
政
府
短
期

証
券
は
、
長
ら
く
の
間
、
償
還
差
益
に
源
泉
徴
収
さ
れ
る
こ
と
が
無
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
六
一
年
一
月
か
ら
政
府
短
期
証
券

の
償
還
差
益
に
対
し
て
発
行
時
に
源
泉
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
源
泉
徴
収
開
始
と
い
う
税
制
度
の
変
更
に
よ
っ
て
市
中
売
却

方
式
が
現
先
方
式
に
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
政
府
短
期
証
券
に
対
し
て
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
み

る
こ
と
に
し
よ
う
。

割
引
債
に
対
す
る
源
泉
徴
収
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
二
年
六
月
か
ら
で
あ
る
。
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
が
昭
和
四
二
年
六
月
か
ら
施
行
さ
れ
、
こ
の
時
点
か
ら
割
引
債
の
償
還
差
益
に
つ
い
て
源
泉
徴
収
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
割
引
債
の
償
還
差
益
は
利
子
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
ま
で
課
税
上
の
扱
い
は
雑
所
得
で
あ
っ
た
。
割
引
債
の
償
還
差
益
に
対

し
源
泉
徴
収
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、『
改
正
税
法
詳
解
』
で
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

（6）



「
ワ
リ
コ
ー
等
の
い
わ
ゆ
る
割
引
の
方
法
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
割
引
債
券
は
、
額
面
金
額
よ
り
も
低
い
価
額
で
発
行
さ
れ
償
還
時

に
券
面
金
額
で
償
還
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
取
得
者
は
そ
の
発
行
価
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
所
得
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

償
還
差
益
は
、
法
律
的
に
は
券
面
金
額
と
発
行
価
額
と
の
計
算
上
の
差
額
で
あ
っ
て
、
元
本
債
権
に
付
随
し
た
利
息
債
権
に
基
づ
く

所
得
で
は
な
い
。
ま
た
償
還
差
益
は
、
経
済
的
に
は
確
定
元
本
に
対
し
一
定
率
で
期
間
の
経
過
に
応
じ
発
生
す
る
利
子
と
は
異
な
り
、

債
券
売
買
に
伴
い
発
生
す
る
譲
渡
所
得
的
性
格
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
償
還
差
益
は
、
本
来
利
子
と
は
性
質
を
異
に
す
る
所
得
で
あ
る
の
で
、
従
来
よ
り
雑
所
得
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
源
泉
徴
収
の
対
象
と
は
さ
れ
ず
、
申
告
納
税
の
方
法
に
よ
り
納
税
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
法
律
的
性
格
は
と
も
か
く
、
実
質
的
に
は
利
付
債
等
に
対
す
る
利
子
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

利
回
り
の
権
衡
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
利
子
所
得
に
対
す
る
所
得
税
の
源
泉
分
離
課
税
の

税
率
が
従
来
の
一
〇
％
か
ら
一
五
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
利
付
債
券
等
の
税
引
利
回
り
が
大
き
く
相
違
す
る
こ
と
に

な
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
と
の
権
衡
を
図
る
等
の
見
地
か
ら
、
割
引
債
の
償
還
差
益
に
つ
い
て
も
新
た
な
源
泉
徴
収
制
度
を
採
用
し
、

そ
の
税
率
を
五
％
に
す
る
と
と
も
に
、
個
人
が
支
払
い
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
利
子
所
得
と
同
様
に
分
離
課
税
と
す
る
こ
と
と

さ
れ
た
」
（
３
）。

源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
割
引
債
の
範
囲
は
次
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
た
。「
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
源
泉
徴
収
の
対
象
と
さ
れ
る
も

の
は
、
割
引
の
方
法
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
債
券
で
あ
る
。
こ
の
割
引
の
方
法
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
も
の
と
は
、
額
面
金
額
か
ら
一
定

の
金
額
を
控
除
し
た
も
の
を
発
行
価
格
と
し
て
発
行
さ
れ
る
も
の
を
い
う
」
（
４
）。

具
体
的
に
は
金
融
債
、
電
信
電
話
債
券
、
政
府
短
期

証
券
（
大
蔵
省
証
券
、
食
糧
証
券
及
び
外
国
為
替
資
金
証
券
）、
宅
地
債
券
、
特
別
住
宅
債
券
が
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
っ
た
。

割
引
債
の
償
還
差
益
に
対
す
る
発
行
時
源
泉
徴
収
制
度
が
導
入
時
点
で
、
政
府
短
期
証
券
も
源
泉
徴
収
の
対
象
に
な
る
は
ず
で
あ

（7）



っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
府
短
期
証
券
は
源
泉
徴
収
の
対
象
外
と
さ
れ
た
。『
改
正
税
法
詳
解
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て

い
る
。「
こ
れ
ら
の
債
券
の
う
ち
、
政
府
短
期
証
券
に
つ
い
て
は
個
人
消
化
が
殆
ど
な
い
こ
と
等
を
考
慮
し
、
宅
地
債
券
及
び
特
別

住
宅
債
券
に
つ
い
て
は
住
宅
対
策
等
の
見
地
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
源
泉
徴
収
の
対
象
と
し
な
い
（
令
二
六
の
一
四
）」
（
５
）。

政
府
短
期
証
券
が
源
泉
徴
収
の
対
象
外
と
な
っ
た
の
は
、
政
府
短
期
証
券
の
流
通
市
場
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

政
府
短
期
証
券
は
終
戦
直
後
か
ら
日
銀
引
受
で
発
行
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三
一
年
五
月
か
ら
定
率
公
募
残
額
日
銀
引
受
方
式
に
変

更
さ
れ
た
。
公
募
方
式
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
政
府
短
期
証
券
は
低
利
で
発
行
さ
れ
る
た
め
市
中
消
化
は
進
ま
ず
、
事
実
上
、
日
銀

引
受
発
行
で
あ
っ
た
。
源
泉
徴
収
は
市
中
消
化
を
予
定
し
た
税
制
度
で
あ
る
。
市
中
消
化
を
予
定
し
な
い
政
府
短
期
証
券
に
と
っ
て
、

市
中
消
化
を
前
提
と
す
る
税
制
度
は
不
必
要
で
あ
る
。
政
府
短
期
証
券
は
こ
う
し
て
源
泉
徴
収
の
対
象
外
と
な
っ
た
。

（
２
）
政
府
短
期
証
券
の
源
泉
徴
収
開
始
と
市
中
売
却
方
式
の
変
更

政
府
短
期
証
券
に
対
す
る
源
泉
徴
収
は
昭
和
六
一
年
一
月
か
ら
始
ま
る
。
源
泉
徴
収
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
ま
ず
、
政
府
短
期
証

券
と
短
期
国
債
の
税
の
扱
い
を
同
一
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
短
期
国
債
は
昭
和
六
一
年
二
月
か
ら
市
中
公
募
で
発
行
さ
れ
、
課
税

方
式
は
後
述
す
る
よ
う
に
発
行
時
源
泉
徴
収
で
あ
る
。
政
府
短
期
証
券
と
短
期
国
債
は
何
れ
も
割
引
債
方
式
で
発
行
さ
れ
、
期
間
も

ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
商
品
構
成
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
税
の
扱
い
も
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
短
期
国
債
の
課
税
方
式
が
発
行
時

源
泉
徴
収
と
な
っ
た
た
め
、
政
府
短
期
証
券
も
同
じ
税
の
扱
い
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

更
に
、
政
府
短
期
証
券
の
流
通
市
場
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
、
流
通
市
場
の
規
模
は
年
々
拡
大
し
、
特
に
昭
和
五
〇
年
代
末
に
は
政

府
短
期
証
券
の
売
買
高
が
急
増
し
た
こ
と
で
あ
る
。
流
通
市
場
が
形
成
さ
れ
る
と
、
政
府
短
期
証
券
を
源
泉
徴
収
源
徴
免
除
と
す
る

根
拠
が
消
滅
す
る
。
市
中
消
化
を
前
提
と
し
な
い
税
制
度
か
ら
、
市
中
消
化
を
前
提
と
す
る
制
度
へ
、
税
制
度
の
変
更
が
必
要
に
な

（8）



っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
銀
行
に
よ
る
政
府
短
期
証
券
の
市
中
売
却
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
昭
和
五
六
年
五
月

か
ら
開
始
さ
れ
た
。
市
中
売
却
方
式
は
無
条
件
売
却
で
あ
っ
た
。
政
府
短
期
証
券
は
源
泉
徴

収
の
対
象
外
で
あ
っ
た
か
ら
、
単
純
売
却
方
式
で
あ
っ
て
も
税
の
複
雑
な
計
算
か
ら
開
放
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

昭
和
六
一
年
一
月
か
ら
政
府
短
期
証
券
も
源
泉
徴
収
が
開
始
さ
れ
る
と
、
所
有
期
間
に
応

じ
た
源
泉
徴
収
税
の
計
算
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
日
銀
が
買
戻
し
て
お
け
ば
、
機
関

投
資
家
に
と
っ
て
も
通
期
控
除
の
手
間
が
不
要
と
な
る
た
め
、
機
関
投
資
家
な
ど
が
利
用
し

や
す
い
（
６
）。

こ
う
し
た
判
断
に
よ
り
、
政
府
短
期
証
券
の
市
中
売
却
方
式
が
無
条
件
売
却
方
式

か
ら
現
先
方
式
に
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

政
府
短
期
証
券
の
現
先
方
式
に
よ
る
市
中
売
却
は
、
図
表
３
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

次
の
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。「
Ｆ
Ｂ
売
り
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
組
み
と
し
て
は
、

ま
ず
、
日
本
銀
行
か
ら
短
資
会
社
に
対
し
、
Ｆ
Ｂ
売
り
オ
ペ
実
施
の
通
告
が
行
わ
れ
、
短
資

会
社
は
金
融
機
関
や
証
券
会
社
に
対
し
、
オ
ペ
実
施
内
容
を
通
告
し
、
買
入
れ
希
望
を
募
る
。

通
常
、
買
入
れ
希
望
額
が
売
却
額
を
上
回
る
の
で
、
按
分
に
よ
り
売
却
額
が
決
定
さ
れ
る

（
売
却
総
額
に
対
し
て
買
入
れ
希
望
額
が
満
た
な
い
場
合
に
は
、
証
券
会
社
が
保
有
す
る
こ
と

と
な
る
）。
金
融
機
関
や
証
券
会
社
は
、
短
資
会
社
か
ら
買
い
入
れ
た
Ｆ
Ｂ
を
、
自
ら
保
有
し

て
資
金
運
用
す
る
か
、
顧
客
の
余
資
運
用
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
目
的
で
売
却
（
現
先
方
式
）
す

（9）

（出所）日本興業銀行編『証券』金融財政事情研究会　1996 523頁
（注）短資会社は金融機関や証券会社の窓口にはなるが、一般投資家に対する直接の窓口とはならな

い

図表３　　日本銀行の現先方法による政府短期証券の市中売却

日
本
銀
行 

短
資
会
社 

　
　
法
人
の
み 

一
般
投
資
家 

金融機関 
および 
証券会社 

売却 
（現先） 

買戻し 

現先取引 

売却 
（現先） 

買戻し 

現先取引 

売却 
（現先） 

買戻し 

現先取引 



る
こ
と
と
な
る
」。

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
銀
行
に
よ
る
政
府
短
期
証
券
の
市
中
売
却
方
式
が
現
先
方
式
へ
変
更
さ
れ
た
の
は
、
政
府
短
期

証
券
の
源
泉
徴
収
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
、
次
に
源
泉
徴
収
部
分
の
控
除
に
伴
う
複
雑
な
計
算
を
回
避
し
て
市
場
流
動
性
を
確
保
す
る

た
め
で
あ
る
。
政
府
短
期
証
券
の
課
税
は
短
期
国
債
と
税
の
扱
い
を
同
じ
く
し
て
、
同
一
の
商
品
構
成
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

３
　
短
期
国
債
の
公
募
発
行
と
現
先
売
買

（
１
）
短
期
国
債
の
発
行
と
発
行
時
源
泉
徴
収
制
度

短
期
国
債
は
昭
和
六
一
年
二
月
か
ら
公
募
方
式
に
よ
っ
て
発
行
が
開
始
さ
れ
た
。
短
期
国
債
は
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
か
ら
国

債
の
償
還
と
借
換
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
発
行
さ
れ
る
も
の
で
、
割
引
短
期
国
庫
債
券
と
も
言
わ
れ
る
。

短
期
国
債
の
発
行
に
際
し
て
、
償
還
差
益
に
対
す
る
課
税
方
式
に
つ
い
て
改
め
て
議
論
さ
れ
た
。
課
税
方
式
を
源
泉
徴
収
と
す
る

か
、
総
合
課
税
と
す
る
か
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
（
８
）。

源
泉
徴
収
方
式
で
あ
れ
ば
、
転
々
売
買
す
る
度
に
所
有
期
間
に
応
じ
て
税
金
を

分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
流
通
価
格
の
計
算
が
複
雑
に
な
る
。
他
方
、
総
合
課
税
で
あ
れ
ば
、
複
雑
な
計
算
は
不
必
要
と
な
り
転

売
が
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
扱
い
は
公
平
性
を
欠
い
て
短
期
国
債
だ
け
例
外
扱
い
と
な
る
。
論
点
は
税
の
公
正
を
守
る
か
、

流
動
性
を
高
め
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
短
期
国
債
の
課
税
方
式
は
、
短
期
国
債
だ
け
例
外
扱
い
に
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
と
し
て
発
行
時
に
償
還
差
益
に
源
泉
徴
収
を
行
う
こ
と
と
し
、
短
期
国
債
の
流
動
性
を
高
め
る
た
め
源
泉
徴
収
部
分
を
通

期
控
除
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
日
経
公
社
債
情
報
は
、
こ
の
間
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。「
課
税
方
法
は
、

発
行
時
に
通
常
の
割
引
債
と
同
様
、
源
泉
課
税
（
償
還
差
益
の
十
六
％
）
と
す
る
が
、
償
還
時
に
全
額
を
控
除
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
方
法
だ
と
、
一
定
の
税
額
相
当
額
が
常
に
上
乗
せ
さ
れ
る
形
で
流
通
価
格
が
形
成
さ
れ
、
流
通
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る

（10）

（
７
）



と
判
断
し
た
も
の
。
短
期
国
債
の
課
税
方
法
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
省
内
で
も
主
税
局
が
源
泉
課
税
を
強
く
主
張
、
こ
れ
だ
と
流
通
価

格
が
複
雑
に
な
る
と
い
う
証
券
界
な
ど
と
対
立
し
て
い
た
が
、
償
還
時
に
全
額
控
除
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
主
張
を
折
衷
す
る
効
果

を
狙
っ
た
。
大
蔵
省
は
短
期
国
債
の
取
引
か
ら
個
人
を
排
除
す
る
と
し
て
お
り
、
今
回
の
決
定
も
法
人
間
取
引
に
限
定
す
る
と
い
う

前
提
に
立
っ
た
も
の
。
法
人
に
参
加
者
を
限
定
す
る
た
め
、
取
引
は
国
債
振
替
決
済
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
」
（
９
）。

発
行
時
源
泉
徴
収
制
度
の
仕
組
み
は
、
門
外
漢
の
我
々
が
理
解
す
る
こ
と
は
相
当
に
難
し
い
。
図
表
４
は
複
雑
な
仕
組
み
を
図
解

す
る
た
め
、
敬
友
の
日
本
証
券
業
協
会
常
任
監
事
で
あ
る
岩
井
宣
章
氏
の
助
言
を
得
な
が
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
仕
組
み
を
理

解
す
る
た
め
図
表
で
は
現
実
離
れ
し
た
発
行
価
格
と
源
泉
徴
収
税
率
と
な
っ
て
い
る
。
理
解
の
ポ
イ
ン
ト
は
発
行
時
に
前
も
っ
て
徴

収
さ
れ
る
源
泉
徴
税
の
扱
い
で
あ
る
。
発
行
時
源
泉
徴
収
税
は
、
保
有
期
間
に
関
係
な
く
最
終
保
有
者
が
通
期
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
税
の
戻
し
が
あ
る
場
合
、
最
終
保
有
者
だ
け
が
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
途
中
の
売
却

価
格
は
税
の
戻
し
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
図
表
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
理
論
価
格
と
税
の
戻
し
が
あ

っ
た
場
合
の
二
段
階
を
想
定
す
れ
ば
、
税
額
相
当
額
が
上
乗
せ
さ
れ
る
形
で
流
通
価
格
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
複
雑
な
仕
組
み
も
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

か
く
し
て
、
短
期
国
債
の
課
税
方
式
は
発
行
時
に
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
、
償
還
差
益
を
受
け
取
る
最
終
保
有
者
は
保
有
期
間
に
関

係
な
く
源
泉
徴
収
相
当
額
を
法
人
税
か
ら
控
除
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
従
来
は
最
終
保
有
者
た
る
法
人
が
所
有
し
て
い
た
期
間
に

相
当
す
る
部
分
の
み
税
額
控
除
が
で
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
源
泉
徴
収
部
分
の
通
期
控
除
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
源
泉
徴
収
が
行

わ
れ
て
も
、
売
買
の
際
に
源
泉
徴
収
税
額
の
全
額
を
売
買
価
格
に
転
嫁
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
従
っ
て
、
源
泉
徴
収
が
流
動
化
の
障

害
に
は
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
還
付
金
込
み
利
回
り
を
前
提
に
取
引
価
格
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
10
）。

源
泉
徴
収
部
分
の
通
期
控
除
を
行
う
た
め
、
短
期
国
債
の
売
買
は
法
人
の
み
に
限
定
し
、
か
つ
、
国
債
振
替
決
済
制
度
を
利
用
す

（11）



（12）

前提
発行価格　90円
額面　　　100円（償還差益10円）
期間　　　１年
源泉徴収税率　20％　
発行時源泉徴収　（100－90）×20％＝２円
第一次保有者と第二次保有者の保有期間　半年

理論価格
①第一次取得者の取得価格　　
発行価格90円＋発行時源泉徴収額２円＝購入価格92円

②半年後に売却した場合の理論価格　　　　　　　
（100－92）÷二分の一+92＝96円

↑
半年分の償還差益

第一次取得者の収益＝（売却価格96円－購入価格92円）＝４円

③第二次取得者の償還益
償還額100円－購入価格96円＝４円　

税の戻しがあった場合
①第二次取得者の償還差益と通期控除　

償還差益４円＋通期控除２円＝６円
２円：保有期間に関係なく最終保有者は発行時源泉徴収の通期控除を受ける事がで

きる

②第一次取得者の扱いは不公平なる。不公平を無くすため途中売却価格は税の戻しを考
慮する事が必要である。
税の戻しを考慮した途中売却価格＝保有期間に対応した源泉徴収部分の上乗せ価格
96円　+ １円（２円の二分の一）＝97円
↑　　　　　　　↑
理論価格　　　　税の戻し

第一次取得者の収益＝売却価格97円－購入価格92円＝５円

③第二次取得者の収益
（償還額100円＋通期控除２円）－購入価格97円＝５円

図表４　割引債の発行時源泉徴収の仕組み



る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。①

入
札
参
加
者
（
デ
ィ
ー
ラ
ー
）
が
取
得
す
る
短
期
国
債
は
全
て
日
本
銀
行
に

寄
託
さ
れ
、「
国
債
の
一
括
登
録
に
関
す
る
省
令
」
に
基
づ
き
日
本
銀
行
名

義
で
一
括
登
録
さ
れ
る
（
振
決
債
と
し
て
保
有
さ
れ
る
）。

②
入
札
参
加
者
が
こ
れ
を
販
売
す
る
場
合
、
他
の
入
札
参
加
者
に
販
売
す
る
場

合
を
除
き
、
相
手
先
は
上
場
会
社
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
会
社
等
で
、
金

融
・
資
本
市
場
の
動
向
に
精
通
し
た
機
関
投
資
家
に
限
る
も
の
と
し
、
個
人

及
び
個
人
類
似
法
人
へ
の
販
売
は
行
わ
な
い
。

③
顧
客
と
し
て
の
法
人
は
、
引
き
続
き
国
債
振
替
決
済
制
度
を
利
用
し
て
保
有

し
、
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
入
札
参
加
者
た
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
対
し
て

行
う
（
11
）。

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
短
期
国
債
の
売
買
は
国
債
振
替
決
済
制
度
を
通
じ
て

行
わ
れ
、
市
場
参
加
者
は
法
人
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
な
ぜ
短
期
国
債
の
売
買
は
現
先
取
引
な
の
か

流
通
市
場
に
お
け
る
短
期
国
債
の
取
引
形
態
は
、
新
発
債
の
売
買
、
既
発
債
の

一
般
売
買
、
新
発
債
・
既
発
債
の
現
先
取
引
、
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
い
ず
れ

（13）

自由 

不可 

（入札参加者） 
ディーラー 

（顧客） 
法　人 

ディーラー ディーラー ディーラー 

国 

法人 法人 法人 法人 

自由 

入札　発行 

不可 不可 

図表５　短期国債の発行・流通の仕組み

（出所）河上信彦編『国債』大蔵財務協会　1995年　84頁



の
取
引
も
、
当
初
の
売
り
手
と
最
終
的
な
買
い
手
の
間
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
介
在
す

る
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
形
態
で
行
わ
れ
て
い
る
（
図
表
５
参
照
）。
前
掲
図
表
２
で
み

た
よ
う
に
、
現
先
売
買
の
比
率
は
発
行
当
初
と
比
較
す
る
と
低
下
傾
向
に
あ
る
と

は
い
え
、
取
引
形
態
は
現
先
売
買
が
圧
倒
的
で
あ
る
。

現
先
売
買
が
圧
倒
的
に
な
る
理
由
に
つ
い
て
、
日
本
興
業
銀
行
編
『
証
券
』

（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
）
で
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。「
こ
れ
は
、
固
定

利
回
り
で
の
運
用
が
確
保
で
き
る
こ
と
、
一
般
の
債
券
現
先
と
異
な
り
有
価
証
券

取
引
税
が
課
さ
れ
な
い
た
め
、
ご
く
短
期
間
の
運
用
の
際
に
実
質
利
回
り
の
低
下

を
回
避
で
き
る
こ
と
、
課
税
法
人
が
買
切
り
で
運
用
し
た
場
合
の
源
泉
徴
収
税
控

除
の
手
間
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
と
い
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
思

わ
れ
る
」
（
12
）。

ま
た
、
日
銀
『（
新
版
）
わ
が
国
の
金
融
制
度
』
に
お
い
て
も
同
様
に
、

「
償
還
差
益
に
対
す
る
源
泉
徴
収
と
の
関
係
も
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
が
現
先
取
引

形
態
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
」
（
13
）

と
述
べ
て
い
る
。

現
先
売
買
が
圧
倒
的
な
第
二
の
理
由
は
、
平
成
二
年
一
月
か
ら
日
本
銀
行
が
現

先
方
式
に
よ
っ
て
短
期
国
債
の
買
い
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
開
始
し
た
か
ら
で
あ

る
。
短
期
国
債
の
買
オ
ペ
が
現
先
方
式
と
な
っ
た
の
は
、
政
府
短
期
証
券
の
売
り

オ
ペ
と
同
じ
く
償
還
差
益
に
対
す
る
源
泉
徴
収
の
煩
わ
し
さ
か
ら
開
放
さ
れ
る
た

め
で
あ
る
。
図
表
６
は
、
日
本
銀
行
の
売
り
オ
ペ
や
買
い
オ
ペ
が
、
ど
の
よ
う
な

（14）

図表６　政府短期証券・短期国債の現先方式による日銀オペレーション

（出所）1988～1989年度は「平成２年度の公社債市場の動きについて」公社債引受協会 1990年７月 16頁
1990～1992年度は「平成４年度の公社債市場の動きについて」公社債引受協会 1993年８月 13頁
1993～1994年度は「平成６年度の公社債市場の動きについて」公社債引受協会 1995年７月 13頁

年度
日銀売りオペ 日銀買オペ

資金運用
部売却

政府短期証券
（現先方式）

短期国債
（現先方式）

現先 輪番オペ 売切り 現先 買切り

1988（昭63） 293,000 － 13,306 5,361
1989（平元） 293,000 8,224 12,355 21,307
1990（平２） 459,000 62,796 4,942 23,486 － －
1991（平３） 374,000 49,031 106,335 26,030 － 44,142 －
1992（平４） 519,000 70,009 103,954 26,371 － 113,299 3,208
1993（平５） 557,000 41,047 21,595 15,987 3,049 116,578 5,732
1994（平６） 460,000 194,003 13,505 11,914 1,915 129,142 －

（単位：億円）

資金運用部買入



取
引
形
式
で
行
わ
れ
て
い
る
か
、
現
先
方
式
は
ど
の
程
度
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
、
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
を
見
る
と
、
日

本
銀
行
の
債
券
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
主
と
し
て
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
の
現
先
売
買
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

売
り
オ
ペ
は
政
府
短
期
証
券
の
現
先
方
式
に
よ
る
売
却
で
行
わ
れ
、
買
い
オ
ペ
は
短
期
国
債
の
現
先
方
式
に
よ
る
買
入
れ
で
行
わ
れ

て
い
る
。
短
期
国
債
と
政
府
短
期
証
券
の
現
先
売
買
は
、
日
本
銀
行
の
主
要
な
金
融
調
節
手
段
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
銀

行
の
現
先
方
式
に
よ
る
金
融
調
節
に
よ
っ
て
、
短
期
国
債
と
政
府
短
期
証
券
の
現
先
売
買
高
が
急
増
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
債
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
実
績
作
り
が
短
期
国
債
の
現
先
売
買
高
を
増
加
さ
せ
た
点
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
（
14
）。

多

く
の
市
場
関
係
者
の
経
験
談
を
総
合
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
昭
和
五
九
年
六
月
か
ら
銀
行
の
窓
販
が
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
六

〇
年
六
月
か
ら
フ
ル
・
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
に
な
っ
た
。
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
の
開
始
と
共
に
売
買
高
競
争
が
始
ま
る
。
こ
の
売
買
高
競
争
の

対
象
に
な
っ
た
の
が
公
募
で
発
行
さ
れ
る
短
期
国
債
で
あ
っ
た
。
公
募
発
行
と
は
い
え
過
熱
競
争
の
結
果
、
入
札
価
格
の
レ
ー
ト
は

市
場
利
回
り
以
下
で
あ
っ
た
。
こ
の
債
券
を
市
場
価
格
で
売
却
す
る
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
ロ
ス
が
発
生
す
る
。
キ
ャ
ピ
タ
ル
ロ
ス
を
発
生

さ
せ
な
い
で
売
買
高
を
増
加
さ
せ
る
手
段
と
し
て
短
期
国
債
が
現
先
で
売
買
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
短
期
国
債
の
現
先
売
買
に
は
有
価

証
券
取
引
税
が
課
税
さ
れ
な
い
た
め
こ
う
し
た
売
買
高
競
争
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

４
　
平
成
十
一
年
度
の
税
制
改
正
と
現
先
売
買
比
率
の
低
下

図
表
７
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
論
点
を
年
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
六
〇
年
以
降
、
現
先
市
場
は
政
府
短
期
証
券
や

短
期
国
債
の
売
買
市
場
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
ま
ず
、
有
価
証
券
取
引
税
が
課
税
さ
れ
な
い
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債

市
場
が
成
立
し
た
か
ら
で
あ
る
。
有
価
証
券
取
引
税
の
課
税
さ
れ
る
現
先
市
場
は
高
コ
ス
ト
の
資
金
調
達
市
場
と
な
り
、
他
の
自
由

金
利
市
場
と
競
合
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
消
滅
し
た
。
昭
和
五
六
年
五
月
か
ら
日
銀
が
保
有
す
る
政
府
短
期
証
券
の
市
中
売
却

（15）
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図表７　政府短期証券・短期国債市場の成立と売買方式・課税方式の変化

昭和21（1946） ・政府短期証券の日銀引受発行開始（１月）

31（1956） ・政府短期証券の定率公募残額日銀引受方式（５月）

42（1967）
・割引債の償還差益に対する発行時源泉徴収制度の導入（租税特別措置法
の一部改正）、ただし、政府短期証券は例外扱いとなり課税対象とされな
い（６月）

56（1981）
・日本銀行が保有している政府短期証券の市中売却を開始（５月）。
売却方式は無条件売却。

61（1986）

・日銀が保有する政府短期証券の市中売却方式が従来の単純売切り方式か
ら現先方式へ変更（１月）
政府短期証券も課税対象となる。課税方式は割引短期国債と同一の発行
時源泉徴収
・割引短期国債の公募入札発行開始（２月）
課税方式は発行時源泉徴収

62（1987） ・短期国債源泉徴収税の海外中央銀行等の取得時還付制度実施（８月）

平成２（1990） ・日本銀行の現先方式による短期国債買いオペレーションの導入実施（１月）

４（1992）
・外国法人の短期国債非課税措置について税制改正要項の閣議決定（１月）
償還時に全額還付

11（1999）

・短期国債オペと政府短期証券オペを短国現先オペとして統合（３月）
短期国債を短期国債売り現先オペの対象に加える
政府短期証券を短期国債買い現先オペの対象に加える

・政府短期証券の市中公募入札発行の開始（４月）
・短期国債・政府短期証券の発行時源泉徴収免除（４月）

従来の扱い：外国中央銀行･････取得時に全額還付
外国法人･････････償還時に全額還付
内国法人･････････申告時に通期控除

・短期国債・政府短期証券の償還差益は非居住者・外国法人については非
課税（内国法人については法人税の課税対象）（４月）
・短期国債アウトライトオペ（買入・売却）を導入（10月）

14（2002）
・短期国債買い現先オペは国債買い現先オペに移行（11月）
・短期国債売り現先オペは国債売現先オペに移行（11月）

16（2003）
・外国法人がグローバルカストディアン経由で保有する短期国債、政府短
期証券の償還差益に対する源泉徴収免除（４月）

17（2005）
・非居住者又は外国法人の短期国債等の非課税措置手続き簡素化（４月）
発行時源泉徴収免除対象に外国証券投資信託の受託者である外国法人を
加える



が
開
始
さ
れ
、
政
府
短
期
証
券
市
場
が
成
立
す
る
。
昭
和
六
一
年
二
月
か
ら
短
期
国
債
の
公
募
発
行
が
開
始
さ
れ
た
。
有
価
証
券
取

引
税
の
課
税
さ
れ
な
い
市
場
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
課
税
債
券
に
代
わ
っ
て
非
課
税
債
券
の
現
先
売
買
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
次
に
、
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
に
発
行
時
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
政
府
短
期
証
券
は
昭
和

六
一
年
一
月
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
短
期
国
債
は
発
行
当
初
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
償
還
差
益
に

源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
る
と
、
最
終
保
有
者
に
源
泉
徴
収
額
の
通
期
控
除
が
行
わ
れ
て
も
、
事
務
手
続
き
が
煩
雑
で
あ
る
。
現
先
売
買

で
あ
れ
ば
源
泉
徴
収
税
控
除
の
手
間
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
の
現
先
売
買
は
源
泉
徴
収
と
密
接

に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
日
銀
は
昭
和
六
一
年
一
月
か
ら
政
府
短
期
証
券
の
市
中
売
却
方
式
を
現
先
方
式
に
変
更
し

た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
年
一
月
か
ら
短
期
国
債
の
買
オ
ペ
を
導
入
す
る
が
、
買
オ
ペ
は
現
先
方
式
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

政
府
短
期
証
券
の
市
中
売
却
が
現
先
方
式
で
あ
り
、
短
期
国
債
の
買
オ
ペ
も
現
先
方
式
で
あ
れ
ば
、
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
の

現
先
売
買
が
増
加
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
日
銀
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
単
純
売
買
で
は
な
く
現
先
方
式
で
行
わ
れ
た
の
は
、
源
泉

徴
収
税
控
除
の
手
間
を
省
略
で
き
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
昭
和
六
〇
年
六
月
か
ら
始
ま
る
フ
ル
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
開
始
と
共
に

出
来
高
競
争
に
短
期
国
債
の
現
先
売
買
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
先
売
買
で
あ
れ
ば
、
相
場
が

過
熱
し
て
入
札
レ
ー
ト
が
市
場
実
勢
を
下
回
っ
て
も
キ
ャ
ピ
タ
ル
ロ
ス
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
な
く
売
買
を
繰
り
返
す
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。

以
上
に
み
る
よ
う
に
昭
和
六
〇
年
以
降
の
現
先
市
場
は
、
六
〇
年
以
前
の
現
先
市
場
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
現
先
市
場

は
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
の
売
買
市
場
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
変
化
し
た
最
大
の
要
因
は
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
に
対

す
る
源
泉
徴
収
で
あ
っ
た
。
源
泉
徴
収
制
度
が
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
の
現
先
売
買
を
膨
張
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

平
成
十
一
年
、
債
券
税
制
や
政
府
短
期
証
券
の
発
行
方
式
、
日
銀
オ
ペ
方
式
は
大
転
換
を
と
げ
る
。
そ
の
結
果
、
現
先
市
場
は
大

（17）



き
な
変
化
を
と
げ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
平
成
十
一
年
三
月
末
、
有
価
証
券
取
引
税
は
廃
止
さ
れ
た
。
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、

有
価
証
券
取
引
税
の
廃
止
に
よ
っ
て
課
税
債
券
の
現
先
売
買
が
復
活
し
た
。
翌
月
の
四
月
に
は
図
表
７
で
み
る
よ
う
に
、
ま
ず
、
政

府
短
期
証
券
の
市
中
公
募
発
行
が
開
始
さ
れ
た
。
次
に
、
政
府
短
期
証
券
と
短
期
国
債
の
源
泉
徴
収
が
廃
止
さ
れ
、
非
居
住
者
に
対

し
て
は
償
還
差
益
が
非
課
税
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
〇
月
に
は
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ト
オ
ペ
（
無
条
件
の

買
入
と
売
却
）
が
導
入
さ
れ
た
。
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
の
源
泉
徴
収
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
源
泉
徴
収
に
伴
う
面
倒
な
事
務
手

続
き
を
省
略
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
、
事
務
手
続
き
の
煩
雑
さ
を
回
避
す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
現
先
売
買
の
必
要
は
無
く
な

る
。
ま
た
、
日
銀
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
現
先
方
式
だ
け
で
な
く
ア
ウ
ト
ラ
イ
ト
を
導
入
し
て
も
煩
雑
な
事
務
手
続
き
は
省
略
で
き

る
。平

成
十
一
年
以
降
、
政
府
短
期
証
券
や
短
期
国
債
の
売
買
高
に
占
め
る
現
先
比
率
が
低
下
す
る
の
は
、
以
上
に
見
た
平
成
十
一
年

の
債
券
税
制
の
改
革
と
日
銀
オ
ペ
方
式
の
変
化
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

注（
１
）

大
蔵
省
・
日
本
銀
行
内
マ
ネ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
研
究
会
『
わ
が
国
短
期
金
融
市
場
の
現
状
と
課
題
　
短
期
金
融
市
場
研
究
会
報
告
書
』
金
融

財
政
事
情
研
究
会
（
一
九
九
〇
）
八
四
頁

（
２
）

和
田
耕
志
「
短
期
国
債
発
行
の
経
緯
と
実
務
面
の
留
意
事
項
」
『
金
融
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
一
九
八
六
年
四
月
　
二
八
頁
参
照

（
３
）

伊
藤
弘
邦
「
租
税
特
別
措
置
法
（
所
得
税
関
係
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」『
税
経
通
信
』
一
九
六
七
年
七
月
号
臨
時
増
刊
号
　
第
二
二
巻

第
八
号
　
　
通
巻
二
八
五
号
　
七
四
頁

（
４
）

伊
藤
弘
邦
「
租
税
特
別
措
置
法
（
所
得
税
関
係
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」『
税
経
通
信
』
一
九
六
七
年
七
月
臨
時
増
刊
号
　
第
二
二
巻
第
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八
号
　
七
五
頁

（
５
）

伊
藤
弘
邦
「
租
税
特
別
措
置
法
（
所
得
税
関
係
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」『
税
経
通
信
』
一
九
六
七
年
七
月
臨
時
増
刊
号
　
第
二
二
巻
第

八
号
　
七
五
頁

（
６
）

後
藤
新
一
『
日
本
短
期
金
融
市
場
発
達
史
』
日
本
経
済
評
論
社
（
一
九
八
六
）
三
四
一
頁
、
和
田
耕
志
「
短
期
国
債
発
行
の
経
緯
と
実
務

面
の
留
意
事
項
」『
金
融
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
一
九
八
六
年
四
月
号
　
二
八
頁

（
７
）

日
本
興
業
銀
行
編
『
証
券
』
金
融
財
政
事
情
研
究
会
（
一
九
九
六
）
五
二
三
頁

（
８
）

日
経
公
社
債
情
報
一
九
八
五
年
八
月
二
六
日
　
三
頁

（
９
）

日
経
公
社
債
情
報
一
九
八
五
年
九
月
二
六
日
号
　
一
三
頁

（
10
）

石
井
道
遠
「
短
期
国
債
の
発
行
及
び
そ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」『
公
社
債
月
報
』
一
九
八
六
年
三
月
号
　
六
頁

（
11
）

石
井
道
遠
「
短
期
国
債
の
発
行
及
び
そ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」『
公
社
債
月
報
』
一
九
八
六
年
三
月
号
　
七
頁
、
石
井
道
遠
「
短
期
国
債

に
つ
い
て
」『
財
経
詳
報
』
一
五
九
四
号
　
一
九
八
六
年
四
月
七
日
　
五
頁
、
石
井
道
遠
「
導
入
さ
れ
る
『
短
期
国
債
』
発
行
・
流
通
の
ポ

イ
ン
ト
」『
金
融
財
政
事
情
』
一
九
八
六
年
二
月
一
〇
日
　
四
二
頁

（
12
）

日
本
興
業
銀
行
編
『
金
融
取
引
選
書
　
証
券
』
金
融
財
政
事
情
研
究
会
（
一
九
九
六
）
五
二
一
頁

（
13
）

日
銀
『（
新
版
）
わ
が
国
の
金
融
制
度
』（
一
九
九
五
年
版
）
一
八
〇
頁

（
14
）

日
経
公
社
債
情
報
一
九
八
五
年
三
月
二
六
日
　
一
八
頁
参
照

（
な
か
じ
ま
　
ま
さ
た
か
・
客
員
研
究
員
）
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は
じ
め
に

最
近
、
日
本
経
済
の
回
復
傾
向
が
報
じ
ら
れ
る
反
面
、
地
方
経
済
の
回
復
が
立
ち
遅
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か

に
、
東
京
都
心
な
ど
一
部
大
都
市
地
域
で
は
、
地
価
の
回
復
な
ど
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
地
方
経
済
は
ま
だ
ま
だ
活
気
を
取

り
戻
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
地
方
の
地
元
企
業
の
再
生
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。
東
京
な
ど
の
大
都
市
圏
に
所
在
す
る
大
企
業
で
、
経
営
不
振
な
い
し
破
綻
し
た
も
の
の
多
く
は
、
統
合
・
再
編
、
あ

る
い
は
投
資
フ
ァ
ン
ド
や
外
資
に
よ
る
買
収
な
ど
に
よ
っ
て
再
生
・
再
編
さ
れ
た
が
、
地
方
企
業
の
場
合
、
企
業
規
模
が
小
さ
い
こ

と
や
地
域
限
定
的
な
業
種
特
性
な
ど
の
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
投
資
対
象
に
な
り
に
く
く
、
再
生
が
立
ち
遅
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。現

在
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
地
方
企
業
の
再
生
に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
は
、

公
的
機
関
が
主
導
す
る
も
の
と
、
民
間
主
導
の
も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
。
ま
ず
、
前
者
と
し
て
は
、
産
業
再
生
機
構
の
取
り
組
み
が

挙
げ
ら
れ
る
。
産
業
再
生
機
構
は
地
方
企
業
の
再
生
を
専
門
と
す
る
機
関
で
は
な
く
、
そ
の
組
織
も
株
式
会
社
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

手
が
け
た
案
件
の
多
く
は
地
方
企
業
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
公
的
機
関
が
主
導
す
る
地
方
再
生
フ
ァ
ン
ド
の
取
り
組
み
も
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
フ
ァ
ン
ド
は
、
地
方
自
治
体
や
そ
の
外
郭
組
織
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
な
ど
政
府
系
金
融
機
関
、
経
済
産
業
省
や
そ
の
外

郭
団
体
な
ど
の
主
導
の
下
に
設
立
さ
れ
、
民
間
の
証
券
会
社
や
銀
行
な
ど
が
出
資
し
、
運
営
に
携
わ
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ

地
方
再
生
に
お
け
る
産
業
再
生
機
構
の
役
割
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れ
ら
公
的
機
関
が
そ
の
出
資
や
運
営
に
携
わ
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
一
方
、
後
者
と
し
て
は
、
地
方
銀
行
が
民
間
の
フ
ァ
ン

ド
運
営
会
社
と
提
携
し
て
設
立
し
た
地
方
再
生
フ
ァ
ン
ド
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
フ
ァ
ン
ド
は
、
ほ
と
ん
ど
民
間
ベ
ー
ス
で
、

設
立
、
出
資
、
運
営
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
民
間
主
導
型
フ
ァ
ン
ド
は
、
単
独
あ
る
い
は
少
数
の
地
銀
と
フ
ァ
ン
ド
会

社
と
の
閉
鎖
的
な
関
係
の
中
で
成
立
し
て
お
り
、
地
銀
に
よ
る
不
良
債
権
処
理
ス
キ
ー
ム
の
ひ
と
つ
と
い
う
側
面
が
強
い
。
そ
の
意

味
で
は
、
昨
今
大
型
案
件
へ
の
投
資
で
注
目
さ
れ
て
い
る
国
内
外
の
企
業
再
生
フ
ァ
ン
ド
と
は
か
な
り
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
産
業
再
生
機
構
の
果
た
し
た
役
割
を
検
証
す
る
た
め
に
、
九
州
産
業
交
通
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
。
次
に
、
同

機
構
が
果
た
し
た
役
割
と
し
て
、
債
権
者
間
調
整
、
出
資
に
よ
る
ハ
ン
ズ
オ
ン
型
の
支
援
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
同
機
構
を
利
用
す

る
こ
と
の
制
度
的
な
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
税
制
、
債
務
者
区
分
お
よ
び
上
場
制
度
に
お
け
る
メ
リ
ッ
ト
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
考

察
を
通
し
て
、
地
方
企
業
の
再
生
に
は
公
的
機
関
が
か
な
り
大
き
な
役
割
を
果
た
し
う
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
な
お
、
地
方
再
生
フ

ァ
ン
ド
に
関
し
て
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

１
　
産
業
再
生
機
構
に
よ
る
九
州
産
業
交
通
の
再
生

産
業
再
生
機
構
は
、
四
一
件
の
支
援
を
決
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
地
方
の
企
業
で
あ
り
、
結
果
的
に
産
業
再
生
機
構
は
こ

れ
ら
地
方
の
企
業
再
生
を
手
が
け
た
と
い
え
る
。
そ
の
中
で
も
、
機
構
に
よ
る
初
案
件
の
ひ
と
つ
が
九
州
産
業
交
通
で
あ
る
。

九
州
産
業
交
通
グ
ル
ー
プ
は
、
熊
本
県
の
バ
ス
会
社
、
九
州
産
業
交
通
を
中
核
と
し
、
運
輸
、
ホ
テ
ル
、
旅
行
、
商
業
施
設
な
ど

の
関
連
会
社
を
有
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
三
年
三
月
期
決
算
で
実
質
債
務
超
過
に
陥
り
、
私
的
整
理
に
よ
る
再
建
手
続
き
を
進
め
る

と
と
も
に
、
産
業
再
生
機
構
と
の
協
議
が
進
め
ら
れ
、
同
年
八
月
二
八
日
に
同
機
構
に
よ
る
支
援
が
決
定
し
た
。

同
機
構
に
よ
る
主
な
支
援
内
容
は
、
ま
ず
九
州
産
交
運
輸
株
式
を
一
〇
〇
％
減
資
し
、
一
〇
〇
％
親
会
社
で
あ
る
九
州
産
業
交
通

（21）



の
保
有
す
る
全
株
式
を
無
償
で
償
却
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
バ
ス
事
業
を
中
心
に
約
一
〇
の
事
業
部
門
を
持
つ
九
州
産
業
交
通
グ

ル
ー
プ
と
、
ト
ラ
ッ
ク
物
流
等
の
事
業
部
門
を
有
す
る
九
州
産
交
運
輸
グ
ル
ー
プ
を
分
離
し
た
。
次
に
、
産
業
再
生
機
構
が
九
州
産

業
交
通
お
よ
び
九
州
産
交
運
輸
に
出
資
し
、
同
機
構
が
九
州
産
業
交
通
株
式
の
六
七
％
、
九
州
産
交
運
輸
株
式
の
九
六
％
を
保
有
し

た
。そ

の
後
、
同
機
構
に
よ
っ
て
両
グ
ル
ー
プ
の
再
建
が
推
し
進
め
ら
れ
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
に
は
九
州
産
交
運
輸
株
式
を
大
阪
市

の
運
送
会
社
で
、
オ
リ
ッ
ク
ス
グ
ル
ー
プ
の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
エ
ク
ス
プ
レ
ス
に
売
却
し
、
同
機
構
は
資
金
を
回
収
し
た
（
な
お
、
九

州
産
業
交
通
の
ス
ポ
ン
サ
ー
は
現
在
未
定
で
あ
る
）。
こ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
選
定
は
、
単
に
入
札
価
格
の
み
な
ら
ず
、
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ

ン
の
妥
当
性
や
雇
用
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
案
件
で
同
機
構
が
果
た
し
た
役
割
を
整
理
す
る
と
、
以
下
で
あ
る
。
第
一
に
、
債
権
者
間
調
整
を
迅
速
に
行
い
、
約
三
ヶ
月

で
債
権
放
棄
を
取
り
ま
と
め
た
こ
と
で
あ
る
。
同
機
構
の
手
が
け
る
の
は
私
的
整
理
で
あ
り
、
会
社
更
生
や
民
事
再
生
の
よ
う
な
法

的
整
理
で
は
な
い
た
め
、
債
権
者
に
対
す
る
拘
束
力
は
弱
く
、
債
権
放
棄
等
を
拒
否
す
る
債
権
者
を
拘
束
で
き
な
い
。
特
に
、
日
本

の
銀
行
界
で
は
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
が
非
メ
イ
ン
バ
ン
ク
よ
り
も
大
き
な
責
任
を
負
担
す
る
と
い
う
慣
行
（
い
わ
ゆ
る
「
メ
イ
ン
寄
せ
」）

が
長
年
に
わ
た
っ
て
定
着
し
て
き
た
た
め
、
私
的
整
理
の
枠
組
み
の
中
で
、
債
権
額
に
応
じ
た
比
例
的
（
プ
ロ
ラ
タ
）
債
権
放
棄
を

行
お
う
と
す
る
と
、
債
権
者
間
調
整
が
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
プ
ロ
ラ
タ
に
よ
る
債
権
放
棄
が
民
間
金
融
機
関
と

の
間
で
合
意
さ
れ
、
さ
ら
に
国
土
交
通
省
所
管
の
外
郭
団
体
で
あ
る
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
と
の
間
で
も
同
様
の
合
意
が
成
立
し

た
。
こ
の
よ
う
な
速
や
か
な
債
権
者
間
調
整
が
行
わ
れ
た
の
は
、
同
機
構
が
産
業
再
生
機
構
法
に
基
づ
く
公
的
機
関
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
同
機
構
が
市
場
規
律
に
基
づ
く
合
理
的
な
再
建
計
画
を
提
示
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
対
象
企
業
の
将
来
事
業
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ

ー
予
測
に
裏
打
ち
さ
れ
た
企
業
価
値
と
売
却
予
定
資
産
の
処
分
価
値
を
市
場
の
第
三
者
の
立
場
で
査
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
必
要
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な
債
権
者
負
担
を
提
示
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
出
資
を
行
い
、
事
業
運
営
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
参
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
援
し
た
こ
と
で
あ
る
。
同
機
構
の
支
援
方
式

に
は
、
機
構
自
身
が
出
資
を
行
い
、
役
員
派
遣
な
ど
に
よ
っ
て
経
営
の
主
導
権
を
握
っ
て
、
再
生
を
行
う
方
式
と
、
外
部
の
ス
ポ
ン

サ
ー
を
選
定
し
、
ス
ポ
ン
サ
ー
企
業
か
ら
人
材
や
資
金
を
提
供
さ
せ
る
方
式
に
大
別
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
前
者
の
方
式
が
採
用
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
民
間
の
企
業
再
生
型
投
資
フ
ァ
ン
ド
と
同
じ
手
法
で
あ
り
、
そ
の
場
合
民
間
フ
ァ
ン
ド
と
の
競
合
が
生
じ
、「
民

業
圧
迫
」
的
な
批
判
が
な
さ
れ
る
懸
念
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
手
法
を
採
用
し
た
理
由
と
し
て
、
同
グ
ル
ー
プ
の
再
生
に

は
新
規
資
金
の
投
入
が
必
須
の
要
件
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
民
間
フ
ァ
ン
ド
だ
け
で
な
く
、
同
業
他
社
に
よ
る
買
収
提
案
も
全
く

な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
同
機
構
が
出
資
し
な
け
れ
ば
こ
の
案
件
の
引
き
受
け
手
が
現
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
ハ
ン
ズ
オ
ン
に
よ
る
支
援
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
同
社
は
、
会
長
一
族
に
よ
る
オ
ー
ナ
ー
支
配
型
経
営
が

行
わ
れ
て
い
た
が
、
同
機
構
の
支
援
に
際
し
、
経
営
責
任
の
一
環
と
し
て
、
会
長
、
社
長
、
副
社
長
は
退
任
す
る
と
と
も
に
、
会
長

お
よ
び
そ
の
関
係
者
、
支
援
時
点
及
び
過
去
の
役
員
が
所
有
す
る
九
州
産
業
交
通
株
式
を
無
償
譲
渡
の
上
償
却
し
た
。
そ
の
上
で
、

同
機
構
か
ら
執
行
役
員
ら
が
派
遣
さ
れ
、
事
業
再
生
が
遂
行
さ
れ
た
。
そ
の
主
な
内
容
は
、
①
組
織
全
体
の
改
革
、
②
ノ
ン
コ
ア
事

業
お
よ
び
資
産
の
売
却
の
速
や
か
な
実
行
、
③
各
事
業
別
の
収
益
管
理
の
徹
底
（
週
お
よ
び
月
次
ベ
ー
ス
）、
④
人
事
・
賃
金
制
度

の
改
革
（
管
理
職
の
役
割
の
明
確
化
、
実
力
主
義
の
資
格
制
度
の
導
入
）、
⑤
経
営
と
現
場
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
、

⑥
現
場
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
改
善
、
⑦
新
規
資
金
調
達
に
よ
る
必
要
な
設
備
投
資
の
実
行
、
⑧
本
社
ビ
ル
の
移
転
と
テ
ナ
ン
ト
ビ

ル
化
な
ど
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
事
業
の
改
善
、
⑨
旅
行
部
門
の
強
化
（
観
光
振
興
事
業
へ
の
取
り
組
み
な
ど
）
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
抜

本
的
な
経
営
改
革
に
よ
っ
て
、
一
年
間
で
大
幅
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
は
改
善
し
た
。
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２
　
産
業
再
生
機
構
の
役
割

九
州
産
業
交
通
の
事
例
は
、
産
業
再
生
機
構
を
利
用
し
て
再
生
が
行
わ
れ
た
成
功
例
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
事
例
か
ら
、
同
機

構
の
役
割
と
し
て
次
の
点
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
プ
ロ
ラ
タ
に
よ
る
債
権
者
間
調
整
が
迅
速
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
メ
イ
ン
バ
ン
ク
制
度
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果

た
し
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
そ
れ
が
現
在
ど
の
程
度
崩
壊
し
た
の
か
と
い
っ
た
論
点
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
内
外
の
研
究
が
進
め

ら
れ
、
論
議
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
金
融
機
関
の
間
で
は
、
旧
来
型
の
メ
イ
ン
バ
ン
ク
に
よ
る
責
任
負
担
を
求
め
る
慣
行
、
い

わ
ゆ
る
「
メ
イ
ン
寄
せ
」
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
メ
イ
ン
寄
せ
」
を
排
除
し
、
プ
ロ
ラ
タ
に
よ
る
処

理
を
試
み
た
「
私
的
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
、
十
分
な
成
功
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

債
権
者
間
調
整
の
観
点
で
は
「
私
的
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
延
長
線
上
に
産
業
再
生
機
構
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

「
私
的
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
金
融
機
関
の
申
し
合
わ
せ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
た
め
に
、
メ
イ
ン
寄
せ
を
主
張
す
る
金
融
機
関
を
拘

束
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
実
効
力
に
乏
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
産
業
再
生
機
構
と
い
う
公
的
機
関
が
、
合
理
的
な
事
業
再

生
計
画
を
策
定
し
た
上
で
債
権
者
調
整
を
主
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
い
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
民
間
の
債
権
者
だ
け
で
な
く
、
公
的
な
債
権
者
に
対
し
て
も
強
い
調
整
力
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
。

第
二
に
、
対
象
企
業
が
再
び
市
場
競
争
力
を
取
り
戻
す
こ
と
を
目
指
し
た
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
通
常
、

債
権
者
・
債
務
者
間
の
私
的
な
交
渉
・
合
意
で
は
、
問
題
が
先
送
り
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
、
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
が
行
わ
れ
に
く
い

と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
債
務
者
側
が
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
や
債
権
放
棄
要
請
を
す
る
た
め
に
は
、
経
営
責
任
や
株
主
責
任
の
明

確
化
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
ら
の
明
確
化
は
経
営
者
あ
る
い
は
株
主
の
地
位
喪
失
に
つ
な
が
る
た
め
自
ら
選
択
し
に
く
い
。
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一
方
、
債
権
者
側
も
、
債
権
放
棄
に
よ
る
損
失
確
定
や
不
良
債
権
処
理
が
伴
う
た
め
、
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
を
債
務
者
に
要
請
し
に

く
い
。
つ
ま
り
、
債
権
者
に
も
、
債
務
者
に
も
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
存
在
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
は
、
私
的
整
理
の
枠
組
み
で
は
難
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
産
業
再
生
機
構
は
私
的
整
理
の
枠
組
み
の

中
で
こ
の
よ
う
な
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
を
遂
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
に
、
私
的
整
理
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
た
こ
と
で
あ
る
。
法
的
整
理
は
、
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
や
裁
判
所
に
よ
る
債
権
者
間

調
整
が
行
わ
れ
る
の
で
、
拘
束
力
や
実
効
性
は
高
い
が
、
倒
産
や
破
綻
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
派
生
す
る
た
め
、
顧
客
や
取
引
先
が

散
逸
し
、
企
業
価
値
が
過
度
に
毀
損
す
る
危
険
性
が
あ
る
。
実
際
、
倒
産
し
た
デ
パ
ー
ト
の
進
物
品
売
上
は
低
下
し
、
建
設
会
社
の

受
注
は
急
減
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
資
金
回
収
を
危
ぶ
む
納
入
業
者
が
掛
売
り
を
拒
否
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
点
、

私
的
整
理
で
は
、
拘
束
力
や
実
効
力
は
低
い
が
、
倒
産
イ
メ
ー
ジ
の
派
生
を
回
避
し
、
顧
客
や
納
入
業
者
の
散
逸
を
防
ぎ
や
す
い
。

し
た
が
っ
て
、
一
般
に
、
私
的
整
理
と
法
的
整
理
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
点
に
お
い
て
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
あ
る
が
、
産
業
再
生
機

構
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倒
産
イ
メ
ー
ジ
の
排
除
と
い
う
私
的
整
理
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
な
が
ら
、
そ
の
短
所
を
排
除
す

る
手
続
き
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

３
　
産
業
再
生
機
構
支
援
案
件
の
制
度
的
メ
リ
ッ
ト

産
業
再
生
機
構
の
支
援
す
る
案
件
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
的
な
メ
リ
ッ
ト
が
付
与
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
税
制
、
債
務
者

区
分
お
よ
び
上
場
制
度
に
お
け
る
メ
リ
ッ
ト
を
指
摘
す
る
。

第
一
に
、
税
制
面
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
①
産
業
再
生
機
構
が
関
与
し
て
策
定
さ
れ
た
再
生
計
画
に
よ
り
、
金
融
機
関
等
が
債
権

放
棄
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
債
権
放
棄
に
よ
る
損
失
は
税
務
上
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
事
業
再
生
計
画
に
よ
り
債
務
者
企
業
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が
債
務
免
除
を
受
け
た
場
合
、
原
則
と
し
て
債
務
免
除
益
の
範
囲
内
で
の
過
去
の
欠
損
金
の
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
る
（
１
）。

②
産
業
再

生
機
構
の
支
援
企
業
は
、
改
正
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
（
改
正
産
業
再
生
法
）
の
申
請
お
よ
び
認
定
を
前
提
と
し
て
、
資
産
の

評
価
損
を
税
務
上
の
損
金
と
し
て
計
上
で
き
る
。
つ
ま
り
、
改
正
産
業
再
生
法
に
お
い
て
債
権
放
棄
を
含
む
計
画
の
認
定
を
受
け
た

企
業
は
、
資
産
評
価
損
を
税
務
上
の
損
金
に
計
上
で
き
る
が
、
こ
こ
で
改
正
産
業
再
生
法
と
産
業
再
生
機
構
の
支
援
基
準
は
数
値
基

準
（
生
産
性
基
準
と
財
務
健
全
化
基
準
）
を
基
本
的
に
共
有
し
て
お
り
、
産
業
再
生
機
構
の
支
援
を
受
け
る
企
業
は
、
同
時
に
改
正

産
業
再
生
法
の
認
定
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
高
い
た
め
、
こ
の
措
置
が
適
用
さ
れ
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
２
）。

第
二
に
、
金
融
機
関
に
お
け
る
債
務
者
区
分
に
関
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
指
摘
で
き
る
。
二
〇
〇
四
年
五
月
一
六
日
、
金
融
庁
は
事
務

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
う
ち
貸
出
条
件
緩
和
債
権
に
関
す
る
部
分
を
改
正
し
、「
実
現
可
能
性
の
高
い
抜
本
的
な
経
営
再
建
計
画
に
沿
っ

た
金
融
支
援
の
実
施
に
よ
り
経
営
再
建
が
開
始
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
経
営
再
建
計
画
に
基
づ
く
貸
出
金
は
貸
出
条
件
緩
和

債
権
に
該
当
し
な
い
も
の
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
」
と
規
定
し
、
さ
ら
に
産
業
再
生
機
構
が
買
取
り
を
決
定
し
た
債
権
に
係
る
債

務
者
に
つ
い
て
の
事
業
再
生
計
画
に
つ
い
て
は
、
実
現
可
能
性
の
高
い
抜
本
的
な
再
生
計
画
で
あ
る
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
と

規
定
し
た
（
３
）。

し
た
が
っ
て
、
対
象
債
務
者
に
対
す
る
債
権
も
開
示
債
権
と
は
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
取
引
所
上
場
の
場
合
、
上
場
廃
止
基
準
の
特
例
な
ど
が
受
け
ら
れ
る
点
が
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
①
上
場
廃

止
基
準
の
特
例
と
し
て
、
産
業
再
生
機
構
に
よ
る
債
権
買
取
等
の
決
定
を
受
け
て
再
生
を
行
っ
て
い
る
上
場
会
社
が
債
務
超
過
に
係

る
上
場
廃
止
基
準
に
該
当
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
上
場
廃
止
ま
で
の
猶
予
期
間
終
了
後
一
ヵ
年
以
内
に
債
務
超
過
の
状
態
で
な
く
な

る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
場
合
に
は
、
猶
予
期
間
を
さ
ら
に
一
年
間
延
長
す
る
。
②
上
場
審
査
基
準
等
の
特
例
と
し
て
、
産
業
再
生

機
構
が
再
生
支
援
の
決
定
を
行
っ
た
上
場
会
社
が
上
場
廃
止
と
な
り
、
同
機
構
に
よ
る
債
権
の
買
取
り
等
が
決
定
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
決
定
後
三
年
以
内
に
開
始
す
る
事
業
年
度
を
直
前
年
度
と
し
て
再
上
場
を
申
請
す
る
と
き
は
、
最
近
一
年
間
に
お
け
る
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利
益
の
額
が
四
億
円
以
上
と
な
っ
て
い
れ
ば
、
利
益
の
額
に
係
る
上
場
審
査
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
（
４
）。

通
常
の
上
場
審
査
基

準
で
は
、
利
益
の
額
と
し
て
、（
１
）
最
近
二
年
間
に
お
い
て
、
最
初
の
一
年
間
一
億
円
以
上
、
最
近
の
一
年
間
四
億
円
以
上
、
ま

た
は
（
２
）
最
近
の
三
年
間
に
お
い
て
、
最
初
の
一
年
間
一
億
円
以
上
、
最
近
の
一
年
間
四
億
円
以
上
、
か
つ
最
近
三
年
間
の
利
益

の
合
計
六
億
円
以
上
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
基
準
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
。

ま
と
め

産
業
再
生
機
構
は
、
二
〇
〇
五
年
三
月
三
一
日
を
も
っ
て
債
権
買
取
期
限
を
終
了
す
る
が
、
事
業
再
生
へ
の
入
り
口
と
い
う
点
で
、

同
機
構
は
他
に
例
を
見
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
チ
ャ
ネ
ル
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
地
方
企
業
の
再
生
を
促
し
た
と
い
え
る
。
も
っ
と
も

金
融
機
関
の
不
良
債
権
処
理
と
い
う
政
策
目
標
か
ら
す
れ
ば
、
当
初
支
援
目
標
と
い
わ
れ
た
一
〇
〇
件
一
〇
兆
円
に
は
及
ば
な
か
っ

た
た
め
に
、
不
十
分
な
成
果
し
か
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
批
判
も
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
件
数
や
金
額
の
多
寡
で
は
な
く
、

再
生
モ
デ
ル
を
提
示
で
き
た
か
ど
う
か
で
あ
り
、
そ
の
点
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。

む
し
ろ
課
題
は
、
今
後
ど
の
よ
う
な
主
体
が
、
私
的
整
理
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
債
権
者
間
調
整
を
遂
行
す
る
の
か
、
さ
ら
に
債

務
者
企
業
に
対
し
て
抜
本
的
な
リ
ス
ト
ラ
を
促
進
さ
せ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ひ
と
つ
の
方
策
と
し
て
、
プ
ロ
ラ

タ
方
式
で
の
債
権
放
棄
の
原
則
化
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
多
数
決
に
よ
っ
て
少
数
の
債
権
者
を
拘
束
で
き
る
仕
組
み
な

ど
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）

「
株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
が
買
取
決
定
を
行
っ
た
債
権
の
債
務
者
に
係
る
事
業
再
生
計
画
に
基
づ
き
債
権
放
棄
が
行
わ
れ
た
場
合
の
税
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務
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
照
会
）」
平
成
一
五
年
五
月
二
日
、http://w

w
w

8.cao.go.jp/sangyo/shiryo/kokuzei.pdf

（
２
）

産
業
再
生
機
構
は
、「
企
業
・
産
業
再
生
に
関
す
る
基
本
指
針
」（
平
成
一
四
年
一
二
月
一
九
日
、
産
業
再
生
・
雇
用
対
策
戦
略
本
部

決
定
）
に
お
い
て
、
再
生
計
画
終
了
時
点
に
お
い
て
、
産
業
再
生
法
の
「
生
産
性
基
準
」
と
「
財
務
健
全
基
準
」
を
満
た
す
こ
と
を

支
援
の
要
件
と
し
て
い
る
。「
生
産
性
基
準
」
と
は
、
①
自
己
資
本
利
益
率
（
Ｒ
Ｏ
Ｅ
）
の
二
％
以
上
向
上
、
②
有
形
固
定
資
産
回
転

率
五
％
以
上
向
上
、
③
従
業
員
一
人
当
た
り
付
加
価
値
額
六
％
以
上
向
上
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
で
あ
り
、「
財
務
健
全
基
準
」

と
は
、
①
有
利
子
負
債
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
対
す
る
比
率
が
一
〇
倍
以
内
、
②
経
常
収
入
が
経
常
支
出
を
上
回
る
こ
と
の
い
ず

れ
も
満
た
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。h

ttp://w
w

w
8.cao.go.jp/san

gyo/q
a/q

a.pd
f

ま
た
、
産
業
再
生
法
に
つ
い
て
は
、

http://w
w

w
.m

eti.go.jp/policy/business_infra/index.htm
l

を
参
照
。

（
３
）

金
融
庁
の
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
過
去
に
お
い
て
債
務
者
の
経
営
再
建
又
は
支
援
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
金
利
減
免
、
金
利
支
払
猶
予
、
債
権
放
棄
、
元
本
返
済
猶
予
、
代
物
弁
済
や
株
式
の
受
領
等
を
行
っ
た
債
務
者
に

対
す
る
貸
出
金
で
あ
っ
て
も
、
当
該
債
務
者
の
経
営
状
況
が
改
善
し
信
用
リ
ス
ク
が
減
少
し
た
結
果
、
当
該
貸
出
金
に
対
し
て
基
準
金
利

が
適
用
さ
れ
る
場
合
と
実
質
的
に
同
等
の
利
回
り
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
貸
出
金
は
貸
出
条
件
緩
和
債
権

に
は
該
当
し
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。
特
に
、
実
現
可
能
性
の
高
い
（
注
１
）
抜
本
的
な
（
注
２
）
経
営
再
建
計
画
（
注
３
）
に
添
っ
た

金
融
支
援
の
実
施
に
よ
り
経
営
再
建
が
開
始
さ
れ
て
い
る
場
合
（
注
４
）
に
は
、
当
該
経
営
再
建
計
画
に
基
づ
く
貸
出
金
は
貸
出
条
件
緩

和
債
権
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
。（
注
１
）「
実
現
可
能
性
の
高
い
」
と
は
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
計
画
で

あ
る
こ
と
を
い
う
。
ａ
　
計
画
の
実
現
に
必
要
な
関
係
者
の
合
意
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
ｂ
　
計
画
に
お
け
る
債
権
放
棄
な
ど
の
支
援

の
額
が
決
定
し
て
お
り
、
当
該
計
画
を
超
え
る
追
加
的
支
援
が
必
要
と
見
込
ま
れ
る
状
況
で
な
い
こ
と
。
ｃ
　
計
画
に
お
け
る
売
上
高
、

費
用
及
び
利
益
の
予
測
等
の
想
定
が
十
分
に
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。（
注
２
）「
抜
本
的
な
」
と
は
、
以
下
の
要
件
を
い
ず
れ
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も
満
た
す
計
画
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
ａ
　
概
ね
三
年
（
債
務
者
企
業
の
事
業
の
特
質
を
考
慮
し
た
合
理
的
な
期
間
の
延
長
を
排
除
し
な

い
。）
後
の
当
該
債
務
者
の
債
務
者
区
分
が
正
常
先
と
な
る
こ
と
。
ｂ
　
各
金
融
機
関
ご
と
に
、
計
画
に
お
け
る
当
該
債
務
者
に
対
す
る
取

引
の
総
合
的
な
採
算
を
勘
案
す
る
と
、
当
該
貸
出
金
に
対
し
て
基
準
金
利
が
適
用
さ
れ
る
場
合
と
同
等
の
利
回
り
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と

見
込
ま
れ
る
こ
と
。（
注
３
）
株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
が
買
取
を
決
定
（
株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
法
第
二
五
条
第
一
項
）
し
た
債
権
に

係
る
債
務
者
に
つ
い
て
の
事
業
再
生
計
画
（
同
法
第
二
二
条
第
二
項
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
計
画
が
（
注
１
）
及
び
（
注
２
）
の
要
件
を

満
た
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、「
実
現
可
能
性
の
高
い
抜
本
的
な
経
営
再
建
計
画
」
で
あ
る
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
。

（
注
４
）
略
」http://w

w
w

.fsa.go.jp/new
s/new

sj/14/ginkou/f-20030516-2.pdf

（
４
）

東
京
証
券
取
引
所
「
株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
関
与
案
件
に
係
る
上
場
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
」（
平
成
一
五
年
四
月
一
〇
日
）、

http://w
w

w
8.cao.go.jp/sangyo/shiryo/m

inaoshi1.pdf

、
参
照
。

＊
本
稿
を
作
成
す
る
上
で
、
有
岡
律
子
氏
（
福
岡
大
学
）、
大
杉
謙
一
氏
（
中
央
大
学
）、
田
頭
章
一
氏
（
上
智
大
学
）、
伊
藤
豊
氏
（
産
業
再
生
機
構
）、

鎌
田
秀
明
氏
（
産
業
再
生
機
構
）、
高
木
新
二
郎
氏
（
産
業
再
生
機
構
）、
中
野
宏
信
氏
（
産
業
再
生
機
構
）、
本
田
一
彦
氏
（
産
業
再
生
機
構
）、

松
本
順
氏
（
産
業
再
生
機
構
）
の
方
々
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

（
ま
つ
お
　
じ
ゅ
ん
す
け
・
客
員
研
究
員
）

（29）
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レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
決
着

〜
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
全
米
市
場
シ
ス
テ
ム
改
革
〜吉

川
　
真
裕

二
〇
〇
四
年
二
月
二
四
日
、
米
国
証
券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
は
ア
メ
リ
カ
の
株
式
市
場
を
特
徴
付
け
て
き
た
全
米
市
場
シ
ス

テ
ム
（
Ｎ
Ｍ
Ｓ
）
の
改
革
を
目
指
す
規
則
変
更
案
の
提
案
を
決
定
し
た
。
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
の
提
案

は
四
つ
の
異
な
る
規
則
変
更
案
か
ら
な
る
が
、
Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
改
革
を
総
合
的
に
目
指
す
と
い
う
意
味
で
一
度
に
ま
と
め
て
提
案
さ
れ
た
（
１
）。

中
で
も
取
引
所
上
場
株
式
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
（
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
）
の
圧
倒
的
な
優
位
を
覆
し
か
ね
な
い
ト
レ
ー
ド
・

ス
ル
ー
規
則
の
変
更
に
つ
い
て
は
提
案
直
後
か
ら
議
論
が
白
熱
し
、
八
月
二
日
に
は
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
が
電
子
取
引
の
拡
張
に
よ
る
フ
ロ
ア

取
引
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
を
申
請
す
る
と
い
う
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
（
２
）。

と
こ
ろ
が
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
計
画

は
他
市
場
の
最
良
気
配
の
み
を
消
化
し
て
二
番
目
以
降
の
確
定
気
配
を
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
ト
レ
ー

ド
・
ス
ル
ー
規
則
の
盲
点
を
突
い
た
こ
の
計
画
を
承
認
す
る
の
か
ど
う
か
が
再
び
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
最
良
気
配

か
ら
二
番
目
以
降
の
電
子
的
な
確
定
気
配
の
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
を
認
め
る
か
ど
う
か
を
含
め
た
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
改

訂
案
を
一
二
月
一
六
日
に
公
表
し
、
二
〇
〇
五
年
一
月
二
六
日
ま
で
に
コ
メ
ン
ト
を
求
め
た
。
そ
し
て
、
四
月
六
日
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
レ

ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
に
つ
い
て
の
決
定
を
下
し
た
。
本
稿
で
は
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
を
め
ぐ
る
経
過
を
振
り
返
っ
た
後
、

一
二
月
の
改
訂
案
の
中
身
を
紹
介
し
、
今
回
の
決
定
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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１
　
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
を
め
ぐ
る
経
過

二
〇
〇
四
年
二
月
二
六
日
、
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
と
呼
ば
れ
る
規
則
変
更
案
（
３
）

が
公
表
さ
れ
た
後
、
四
月
二
一
日
に
は
Ｓ
Ｅ

Ｃ
に
よ
る
公
聴
会
が
開
か
れ
、
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
提
案
に
関
す
る
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
際
に
最
も
問
題
と
な
っ

た
の
は
、
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
の
変
更
を
見
越
し
て
二
月
は
じ
め
に
伝
え
ら
れ
た
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ダ
イ
レ
ク
ト
＋
の
拡
張
案
で
は
不

十
分
で
あ
り
、
各
市
場
を
自
動
執
行
市
場
（F

ast
M

arket

）
と
フ
ロ
ア
取
引
市
場
（Slow

M
arket

）
に
分
け
る
の
で
は
な
く
、
確

定
気
配
が
提
示
さ
れ
、
自
動
執
行
が
可
能
な
状
態
（F

ast
Q

uote

）
か
ど
う
か
で
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
五
月
二
〇
日
に
は
当
初
の
五
月
二
四
日
の
コ
メ
ン
ト
期
限
を
六
月
三
〇
日
ま
で
延
長
す
る
と
同
時
に
、
公
聴
会
で
の
議
論
を

踏
ま
え
て
自
動
執
行
が
可
能
な
状
態
を
分
類
基
準
と
し
て
採
用
す
る
か
ど
う
か
等
が
追
加
提
案
さ
れ
た
（
４
）。

他
方
、
五
月
一
八
日
に
は
下
院
の
金
融
サ
ー
ヴ
ィ
ス
委
員
会
／
資
本
市
場
・
保
険
・
公
営
企
業
小
委
員
会
で
こ
の
問
題
に
関
す
る

公
聴
会
が
お
こ
な
わ
れ
、
七
月
二
一
日
と
二
二
日
に
は
上
院
の
銀
行
・
住
宅
・
都
市
問
題
委
員
会
で
も
公
聴
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

上
院
の
公
聴
会
で
は
ド
ナ
ル
ド
ソ
ン
Ｓ
Ｅ
Ｃ
委
員
長
が
関
係
者
の
意
見
を
省
み
ず
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
決
定
を
強
行
す
る
こ
と
は
な
い
と
発

言
し
た
こ
と
は
意
外
で
あ
っ
た
が
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
セ
イ
ン
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ダ
イ
レ
ク
ト
＋
の
改
訂
拡
張
案
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
協
議
中

で
あ
り
、
間
も
な
く
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
と
語
っ
た
こ
と
が
注
目
を
集
め
た
。
そ
し
て
、
八
月
二
日
に
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ダ
イ
レ
ク
ト
＋

の
改
訂
拡
張
案
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
申
請
し
た
こ
と
を
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
が
明
ら
か
に
し
、
八
月
一
六
日
に
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
か
ら
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ダ
イ
レ
ク

ト
＋
の
改
訂
拡
張
案
が
公
表
さ
れ
た
。

Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ダ
イ
レ
ク
ト
＋
の
改
訂
拡
張
案
は
当
初
の
拡
張
案
に
対
す
る
批
判
と
大
口
利
用
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
も
と
に
し

て
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ダ
イ
レ
ク
ト
＋
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
取
引
フ
ロ
ア
の
イ
ン
タ
ー
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
取

引
フ
ロ
ア
の
生
き
残
り
策
と
で
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
案
で
は
、
当
初
案
の
注
文
数
量
制
限
の
撤
廃
、
連
続
注
文
入
力
制



限
の
撤
廃
、
成
行
注
文
の
導
入
に
加
え
て
、
①
一
括
執
行
（
Ｉ
Ｏ
Ｃ
）
注
文
の
導
入
、
②
最
良
気
配
だ
け
で
な
く
、
注
文
板
の
消
化
、

③
最
良
気
配
以
外
で
は
公
開
さ
れ
な
い
イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ル
の
導
入
、
④
イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ル
等
と
対
当
し
、
価
格

改
善
を
試
み
る
成
行
注
文
と
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
・
リ
ミ
ッ
ト
（
Ａ
Ｌ
）
注
文
の
導
入
、
⑤
価
格
変
動
幅
を
抑
え
る
流
動
性
補
給
点
（
Ｌ

Ｒ
Ｐ
）
の
導
入
、
⑥
他
市
場
と
の
電
子
的
な
注
文
回
送
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
拡
張
改
訂
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
期
限
は
当

初
、
九
月
六
日
で
あ
っ
た
が
、
仕
組
み
が
複
雑
で
あ
り
、
説
明
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
寄
せ
ら
れ
、
九
月
二
二
日
に
コ
メ

ン
ト
期
限
が
延
長
さ
れ
た
後
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
は
再
改
訂
案
を
提
出
す
る
意
向
を
示
し
た
。

一
一
月
一
五
日
に
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ダ
イ
レ
ク
ト
＋
の
再
改
訂
拡
張
案
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
か
ら
公
表
さ
れ
、
コ
メ
ン
ト
期
限
は
一
二
月
一
六
日
と

発
表
さ
れ
た
。
こ
の
再
改
訂
拡
張
案
は
改
訂
拡
張
案
の
説
明
を
よ
り
詳
細
に
お
こ
な
っ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ス
ト
ッ
プ
注
文
と
パ
ー

セ
ン
テ
ー
ジ
（C

A
P-D

I

）
注
文
を
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ダ
イ
レ
ク
ト
＋
に
追
加
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
段
階
で
明
ら
か
に
な
っ
た

の
は
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
は
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ダ
イ
レ
ク
ト
＋
の
注
文
を
取
引
フ
ロ
ア
の
注
文
板
と
イ
ン
タ
ー
ラ
ク
シ
ョ
ン
さ
せ
、
一
本
値
で
大
口

注
文
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
際
に
他
市
場
の
最
良
気
配
は
消
化
す
る
が
、
最
良
気
配
以
外
の
注
文
は
執

行
せ
ず
に
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
で
の
注
文
執
行
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
提
案
の
コ
メ
ン
ト
期
限
は
六
月
三
〇
日
で
あ
っ
た
が
、
四
〇
〇
通
以
上
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
、

一
一
月
二
日
の
米
大
統
領
選
挙
の
行
方
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
委
員
長
は
大
統
領
の
指
名
）
も
絡
ん
で
、
早
期
決
着
の
見
通
し
は
立
た
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
一
〇
月
七
日
に
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
ア
ト
キ
ン
ス
委
員
に
よ
る
年
内
の
部
分
決
着
を
目
指
す
と
い
う
発
言
や
ナ
ザ
レ
ス
市
場
規
制

部
長
に
よ
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
規
則
改
正
よ
り
も
前
に
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
は
決
着
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
発
言
か
ら
、
反
対
の
少

な
い
ア
ク
セ
ス
・
フ
ィ
ー
と
最
小
値
刻
み
の
決
定
を
早
期
に
お
こ
な
い
、
反
対
の
多
い
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
と
市
場
情
報
料
収

入
の
分
配
は
先
送
り
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
が
有
力
で
あ
っ
た
。

（32）



と
こ
ろ
が
、
一
一
月
二
二
日
に
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
が
ス
ク
ー
プ
記
事
を
掲
載
し
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
規
則
改
訂

案
に
あ
る
他
市
場
で
の
最
良
気
配
以
外
の
指
値
注
文
を
無
視
し
た
注
文
執
行
は
認
め
な
い
形
で
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
提
案
が
変
更
さ

れ
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
銘
柄
も
含
め
て
適
用
す
る
新
提
案
が
一
二
月
一
五
日
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
会
議
で
採
決
さ
れ
る
見
通
し

で
あ
る
こ
と
と
報
じ
ら
れ
た
。
こ
の
情
報
の
信
憑
性
が
高
か
っ
た
こ
と
は
後
に
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
の
ス
ク
ー
プ
記
事
は
ト
レ
ー

ド
・
ス
ル
ー
提
案
を
強
行
採
決
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
人
間
の
リ
ー
ク
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
一
月
三
〇
日
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
改
訂
案
を
作
成
中
で
あ
り
、
年
内
に
公
表
し
、
再
度
コ
メ
ン
ト
を
求

め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
一
二
月
一
六
日
に
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
改
訂
案
が
公
表
さ
れ
た
（
コ
メ
ン
ト
期

限
は
一
月
二
六
日
）
（
５
）。

改
訂
案
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
自
動
執
行
可
能
な
最
良
気
配
は
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
で
き
な
い
一
方
、
自

動
執
行
可
能
で
な
い
最
良
気
配
は
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
し
て
も
構
わ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
最
良
気
配
か
ら
二
番
目
以
降
の
自
動
執
行

可
能
な
確
定
気
配
の
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
を
認
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
問
題
提
起
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
の
二
点
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
の
マ
ス
コ
ミ
の
論
調
で
は
改
訂
案
の
発
表
は
反
対
派
に
反
論
の
機
会
を
与
え
て
ガ
ス
抜
き
を
す
る
た
め
で
あ
り
、
当
初
の

提
案
か
ら
一
年
を
迎
え
る
二
月
に
は
こ
の
改
訂
案
が
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
報
じ
ら
れ
て
い
た
。
反
対
派
は

大
統
領
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
新
委
員
長
を
指
名
す
る
こ
と
で
こ
の
流
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
ド
ナ
ル
ド
ソ
ン

委
員
長
の
続
投
を
表
明
し
た
。
し
か
し
、
ド
ナ
ル
ド
ソ
ン
委
員
長
が
民
主
党
指
名
の
二
人
の
委
員
と
と
も
に
共
和
党
指
名
の
二
人
の

委
員
の
反
対
を
抑
え
て
五
回
も
強
行
採
決
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
は
懸
念
も
表
明
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
年
末
に
ド
ナ

ル
ド
ソ
ン
委
員
長
が
上
場
企
業
に
対
す
る
巨
額
の
罰
則
金
請
求
に
反
対
投
票
を
お
こ
な
い
、
歩
み
寄
り
の
姿
勢
も
う
か
が
わ
せ
た
。

そ
し
て
、
二
〇
〇
五
年
に
入
っ
て
か
ら
は
、
最
良
気
配
に
な
い
確
定
気
配
の
イ
ン
タ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
プ
ラ
イ
ス
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ

ン
の
導
入
に
対
し
て
ド
ナ
ル
ド
ソ
ン
委
員
長
は
消
極
的
で
あ
る
と
い
う
関
係
者
の
話
が
報
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
た
。
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２
　
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
改
訂
案

二
〇
〇
四
年
一
二
月
一
六
日
に
公
表
さ
れ
た
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
改
訂
案
は
当
初
案
を
大
幅
に
上
回
る
三
七
一
ペ
ー
ジ

に
及
ぶ
文
書
で
あ
り
、
改
訂
案
を
補
強
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
六
つ
（
後
に
一
つ
追
加
し
て
七
つ
）
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
も
合
わ
せ

て
公
表
さ
れ
た
。
細
部
に
わ
た
っ
て
解
説
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
以
下
で
は
要
点
の
み
を
紹
介
す
る
。

（
１
）
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー

レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
当
初
案
で
第
一
に
上
げ
ら
れ
た
の
は
統
一
的
な
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
の
適
用
で
あ
る
。
従
来
の

ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
は
一
九
七
八
年
以
来
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
と
ア
メ
リ
カ
ン
証
券
取
引
所
（
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｘ
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式

を
対
象
と
し
て
お
り
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
銘
柄
に
は
適
用
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
を
防
止
す
る
た
め
の

注
文
回
送
施
設
で
あ
る
Ｉ
Ｔ
Ｓ
に
接
続
し
て
い
る
取
引
市
場
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー
の
み
が
こ
の
規
則
の
遵
守
を
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
た
。
そ
こ
で
、
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
の
適
用
対
象
に
ナ
ス
ダ
ッ
ク
Ｎ
Ｍ
Ｓ
銘
柄
を
含
め
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
常
に
確
定
気

配
を
提
示
し
て
い
る
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
／
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
注
文
執

行
も
こ
の
規
則
の
遵
守
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
形
で
、
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
を
統
一
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

ま
た
、
Ｅ
Ｃ
Ｎ
や
ナ
ス
ダ
ッ
ク
の
ス
ー
パ
ー
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
な
自
動
執
行
機
能
を
持
つ
市
場
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
や
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｘ
の

よ
う
な
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
介
し
て
取
引
が
お
こ
な
わ
れ
る
市
場
の
間
で
は
、
注
文
の
回
送
か
ら
執
行
の
有
無
の
確
認
ま
で
三
〇
秒

も
か
か
る
Ｉ
Ｔ
Ｓ
で
は
整
合
的
な
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
っ
た
問
題
も
あ
っ
た
。
こ
の
問

題
に
対
し
て
は
、
Ｉ
Ｔ
Ｓ
で
の
注
文
執
行
時
間
を
人
手
を
介
す
る
場
合
の
最
短
時
間
に
統
一
す
る
と
い
う
従
来
の
手
法
の
拡
張
で
対

処
す
る
か
、
自
動
執
行
機
能
を
持
つ
市
場
か
ら
人
手
を
介
す
る
市
場
へ
は
注
文
回
送
自
体
を
お
こ
な
わ
な
い
と
い
う
形
で
従
来
の
規
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則
の
適
用
を
一
部
免
除
す
る
の
か
と
い
う
形
で
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
当
初
案
で
は
こ
の
両
者
を
組
み
合
わ
せ
、
最
良
気
配

よ
り
も
劣
っ
た
値
段
で
の
注
文
執
行
が
あ
り
う
る
こ
と
に
同
意
し
た
注
文
に
は
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
自
体
の
適
用
を
免
除
す
る

こ
と
、
し
か
も
最
良
気
配
か
ら
の
一
定
の
範
囲
（
株
価
水
準
に
応
じ
て
一
セ
ン
ト
か
ら
五
セ
ン
ト
ま
で
五
段
階
）
内
で
は
自
動
執
行

機
能
を
持
つ
市
場
か
ら
人
手
を
介
す
る
市
場
へ
の
注
文
回
送
義
務
を
免
除
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。

改
訂
案
で
は
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
の
ナ
ス
ダ
ッ
ク
Ｎ
Ｍ
Ｓ
銘
柄
へ
の
適
用
は
変
更
さ
れ
な
い
一
方
、
人
手
を
介
す
る
市
場
の

気
配
値
を
自
動
執
行
可
能
な
市
場
は
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
し
て
も
良
い
が
、
自
動
執
行
可
能
な
市
場
の
最
良
気
配
の
ト
レ
ー
ド
・
ス

ル
ー
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
自
動
執
行
可
能
な
市
場
の
最
良
気
配
で
な
い
指
値
注
文
に
対
し
て
も
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル

ー
規
則
を
適
用
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
提
起
さ
れ
た
。
な
お
、
注
文
執
行
か
ら
一
秒
以
内
の
他
市
場
で
の
最
良
気
配
の
ト
レ
ー
ド
・

ス
ル
ー
、
自
動
執
行
可
能
な
市
場
の
確
定
気
配
に
注
文
を
回
送
し
た
大
口
注
文
（Interm

arket
Sw

eep
O

rder

）、
Ｖ
Ｗ
Ａ
Ｐ
注
文

（B
enchm

ark
O

rder

）、
板
寄
せ
の
場
合
の
注
文
執
行
等
の
七
つ
の
場
合
に
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
を
免
除
す
る
規
定
が
新
た
に

追
加
さ
れ
た
。

（
２
）
市
場
間
ア
ク
セ
ス

レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
当
初
案
で
第
二
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
統
一
的
な
市
場
ア
ク
セ
ス
・
ル
ー
ル
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｎ
で

表
示
さ
れ
た
最
良
気
配
は
取
引
実
行
時
に
ア
ク
セ
ス
・
フ
ィ
ー
を
徴
収
さ
れ
る
た
め
、
必
ず
し
も
最
良
気
配
と
は
な
ら
な
い
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
こ
の
ア
ク
セ
ス
・
フ
ィ
ー
の
問
題
は
単
に
Ｅ
Ｃ
Ｎ
が
会
員
以
外
か
ら
追
加
料
金
を
徴
収
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は

な
く
、
指
値
注
文
を
注
文
板
に
出
し
て
流
動
性
を
提
供
し
た
者
は
リ
ベ
ー
ト
を
受
け
、
注
文
板
を
消
化
し
て
流
動
性
を
消
費
し
た
者

は
リ
ベ
ー
ト
を
上
回
る
フ
ィ
ー
を
支
払
う
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
Ｅ
Ｃ
Ｎ
の
会
員
以
外
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は
流
動
性
を
提
供
す
る
こ
と
な
く
、
最
良
気
配
の
指
値
を
消
費
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
か
な
ら
ず
ア
ク
セ
ス
・
フ
ィ
ー
を
支
払
う

こ
と
に
な
る
）。
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
ア
ク
セ
ス
・
フ
ィ
ー
を
気
配
値
に
含
め
る
と
い
う
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
が
、
ア
ク

セ
ス
・
フ
ィ
ー
は
一
株
当
た
り
で
は
一
セ
ン
ト
未
満
で
あ
り
、
呼
値
の
刻
み
を
さ
ら
に
細
か
く
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
問
題
と
も

絡
む
の
で
、
ア
ク
セ
ス
・
フ
ィ
ー
に
上
限
（
ア
ク
セ
ス
・
フ
ィ
ー
で
一
株
当
た
り
最
高
〇
・
一
セ
ン
ト
、
他
の
フ
ィ
ー
の
累
計
で
一

取
引
一
株
当
た
り
最
高
〇
・
二
セ
ン
ト
、
計
一
取
引
一
株
当
た
り
最
高
〇
・
三
セ
ン
ト
）
を
設
け
る
こ
と
で
、
ア
ク
セ
ス
・
フ
ィ
ー

絡
み
の
問
題
を
軽
減
す
る
こ
と
が
当
初
案
で
は
提
案
さ
れ
て
い
た
。

改
訂
案
で
は
ほ
と
ん
ど
変
更
は
な
か
っ
た
が
、
ア
ク
セ
ス
・
フ
ィ
ー
と
他
の
フ
ィ
ー
の
累
計
を
分
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ

れ
ほ
ど
意
味
も
な
い
の
で
、
両
者
を
合
わ
せ
て
、
一
取
引
一
株
当
た
り
最
高
〇
・
三
セ
ン
ト
ま
で
と
簡
略
化
さ
れ
た
。

（
３
）
一
セ
ン
ト
未
満
の
値
刻
み

一
九
九
七
年
七
月
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
Ｅ
Ｃ
Ｎ
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー
の
一
六
分
の
一
刻
み
未
満
の
気
配
値
に
対
す
る
ノ
ー
・
ア
ク
シ

ョ
ン
・
レ
タ
ー
を
ナ
ス
ダ
ッ
ク
に
与
え
て
以
来
、
Ｅ
Ｃ
Ｎ
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー
の
間
で
は
通
常
の
気
配
表
示
を
下
回
る
値
刻
み

で
取
引
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
の
値
刻
み
の
一
セ
ン
ト
刻
み
へ
の
移
行
に
際
し
て
問
題
と
な
っ
た
よ
う
に
、
価
格
優

先
原
則
が
存
在
す
る
以
上
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
有
利
で
あ
れ
ば
後
か
ら
出
さ
れ
た
注
文
の
執
行
が
優
先
さ
れ
、
先
回
り
取
引
が
可

能
と
な
る
。
通
常
の
ベ
ン
ダ
ー
情
報
は
現
在
、
一
セ
ン
ト
刻
み
で
報
道
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
部
の
プ
ロ
の
み
が
一
セ

ン
ト
未
満
の
値
刻
み
（
大
半
は
〇
・
一
セ
ン
ト
、
一
部
は
〇
・
〇
一
セ
ン
ト
）
を
利
用
し
て
い
る
の
は
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
二
〇

〇
一
年
七
月
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
コ
ン
セ
プ
ト
・
リ
リ
ー
ス
を
公
表
し
た
。
コ
メ
ン
ト
の
多
く
は
現
状
に
問
題
が
あ
る

と
指
摘
し
て
い
た
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
対
応
策
を
講
じ
な
か
っ
た
の
で
、
二
〇
〇
三
年
八
月
に
ナ
ス
ダ
ッ
ク
は
統
一
的
な
値
刻
み
規
則
が
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採
用
さ
れ
な
い
以
上
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
銘
柄
の
値
刻
み
を
〇
・
一
セ
ン
ト
刻
み
に
変
更
し
て
問
題
の
緩
和
に
あ
た
る
と
い
う
規
則
変
更

案
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
提
出
し
た
。
そ
こ
で
、
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
当
初
案
で
は
統
一
的
な
気
配
値
の
値
刻
み
が
提
案
さ
れ
た
。
提

案
さ
れ
た
の
は
気
配
値
の
値
刻
み
を
一
セ
ン
ト
刻
み
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
株
価
が
一
ド
ル
未
満
の
銘
柄
は
適
用
除
外
し
、
中
値

や
加
重
平
均
価
格
で
の
注
文
執
行
に
よ
っ
て
取
引
価
格
が
一
セ
ン
ト
未
満
に
な
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
問
題
も
改
訂
案
で
は
ほ
と
ん
ど
変
更
は
な
か
っ
た
が
、
適
用
免
除
さ
れ
る
株
価
が
一
ド
ル
未
満
の
銘
柄
の
呼
値
を
最
低
〇
・

〇
一
セ
ン
ト
と
す
る
こ
と
が
追
加
提
案
さ
れ
た
。

（
４
）
市
場
デ
ー
タ

各
市
場
で
の
最
良
気
配
情
報
や
取
引
情
報
は
統
合
さ
れ
、
そ
の
情
報
に
対
す
る
収
入
は
取
引
回
数
や
取
引
株
数
に
応
じ
て
各
市
場

に
分
配
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
を
悪
用
し
て
最
良
気
配
を
出
さ
ず
に
他
市
場
で
の
最
良
気
配
で
注
文
を

付
け
合
せ
、
市
場
価
格
の
改
善
に
貢
献
せ
ず
に
情
報
料
収
入
を
受
け
取
る
行
為
が
増
加
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
一
九
九
九

年
一
二
月
に
市
場
情
報
収
入
に
関
す
る
コ
ン
セ
プ
ト
・
リ
リ
ー
ス
を
公
表
し
た
。
そ
し
て
、
市
場
情
報
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー

委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
九
月
に
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
報
告
書
が
発
行
さ
れ
た
。
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
当
初
案

で
は
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
委
員
会
の
報
告
書
に
基
づ
い
て
、
市
場
情
報
料
収
入
の
分
配
方
法
の
変
更
、
各
市
場
が
最
良
気
配
以
外
の
気

配
情
報
を
独
自
に
販
売
す
る
場
合
の
統
一
基
準
な
ど
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。
市
場
情
報
料
収
入
の
新
た
な
分
配
案
は
、
ま
ず
、
こ
れ

ま
で
と
同
様
に
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
銘
柄
、
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｘ
銘
柄
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
銘
柄
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
次
に
、
各
グ
ル
ー
プ
内
で
各

株
式
の
取
引
金
額
の
平
方
根
に
応
じ
て
情
報
料
収
入
を
各
株
式
へ
と
割
り
当
て
、
さ
ら
に
、
各
株
式
に
割
り
当
て
ら
れ
た
情
報
料
収

入
を
、
①
取
引
シ
ェ
ア
（
五
〇
％
）、
②
気
配
値
が
最
良
気
配
で
あ
っ
た
比
率
（
三
五
％
）、
③
気
配
値
が
最
良
気
配
を
改
善
し
た
比
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率
（
一
五
％
）
の
三
つ
に
応
じ
て
各
市
場
へ
と
分
配
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

改
訂
案
で
は
市
場
情
報
料
収
入
の
分
配
方
式
に
若
干
の
変
更
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
ま
ず
、
分
配
方
法
が
複
雑
す
ぎ
る
と
い
う
批

判
を
受
け
て
各
株
式
に
割
り
当
て
ら
れ
た
情
報
料
収
入
を
、
①
取
引
シ
ェ
ア
（
五
〇
％
）、
②
気
配
値
が
最
良
気
配
で
あ
っ
た
比
率

（
五
〇
％
）
の
二
つ
に
応
じ
て
各
市
場
へ
と
分
配
す
る
と
変
更
し
、
さ
ら
に
自
動
執
行
可
能
で
な
い
市
場
の
気
配
値
を
ト
レ
ー
ド
・

ス
ル
ー
規
則
の
適
用
対
象
か
ら
は
ず
し
た
こ
と
に
伴
い
、
自
動
執
行
可
能
で
な
い
市
場
に
は
②
気
配
値
が
最
良
気
配
で
あ
っ
た
比
率

の
分
配
が
な
い
形
に
改
め
ら
れ
た
。

３
　
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
最
終
決
定

レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
改
訂
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
は
一
月
二
六
日
に
締
め
切
ら
れ
た
が
、
最
初
の
提
案
か
ら
一
年
を
迎

え
た
二
〇
〇
五
年
二
月
に
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
動
き
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
を
牽
制
す
る
た
め
に
二
月
一
五
日
に
下
院
の

金
融
サ
ー
ヴ
ィ
ス
委
員
会
／
資
本
市
場
・
保
険
・
公
営
企
業
小
委
員
会
で
公
聴
会
が
開
催
さ
れ
、
イ
ン
ス
テ
ィ
ネ
ッ
ト
、
シ
ュ
ワ
ッ

ブ
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
、
フ
ィ
デ
リ
テ
ィ
な
ど
が
当
初
案
に
あ
っ
た
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
の
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
条
項
が
削
除
さ
れ
た

こ
と
を
声
高
に
批
判
し
て
い
た
。

三
月
九
日
に
は
上
院
の
銀
行
・
住
宅
・
土
地
問
題
委
員
会
の
公
聴
会
で
ド
ナ
ル
ド
ソ
ン
Ｓ
Ｅ
Ｃ
委
員
長
が
数
週
間
の
う
ち
に
改
訂

案
の
決
定
を
お
こ
な
う
意
向
を
表
明
し
、
三
月
一
五
日
の
下
院
の
金
融
サ
ー
ヴ
ィ
ス
委
員
会
／
資
本
市
場
・
保
険
・
公
営
企
業
小
委

員
会
の
公
聴
会
で
も
ド
ナ
ル
ド
ソ
ン
委
員
長
が
改
訂
案
の
正
当
性
を
強
調
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
三
月
三
一
日
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
四
月
六

日
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
会
議
で
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
採
決
を
採
る
日
程
を
明
ら
か
に
し
た
。

四
月
五
日
の
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
タ
イ
ム
ズ
電
子
版
で
は
採
決
を
採
る
最
終
提
案
文
書
が
委
員
五
人
に
先
週
配
布
さ
れ
、
そ
の
中
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で
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
の
ナ
ス
ダ
ッ
ク
Ｎ
Ｍ
Ｓ
銘
柄
へ
の
適
用
を
二
〇
〇
六
年
夏
ま
で
に
段
階
的
に
お
こ
な
う
と
い
う
形
で
ド

ナ
ル
ド
ソ
ン
委
員
長
が
反
対
派
の
説
得
に
努
め
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
た
（
６
）。

こ
の
時
点
に
お
い
て
各
誌
と
も
三
対
二
の
多
数
決
で
一
二

月
の
改
訂
案
に
近
い
形
で
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
が
決
着
す
る
見
通
し
を
報
じ
て
い
た
。

四
月
六
日
、
午
前
一
〇
時
か
ら
Ｓ
Ｅ
Ｃ
で
開
催
さ
れ
た
オ
ー
プ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
に
関

す
る
五
人
の
委
員
に
よ
る
採
決
が
採
ら
れ
、
ド
ナ
ル
ド
ソ
ン
委
員
長
と
民
主
党
選
出
の
二
人
の
委
員
の
賛
成
、
共
和
党
選
出
の
二
人

の
委
員
の
反
対
で
三
対
二
と
い
う
予
想
通
り
の
形
で
決
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

決
定
内
容
は
ほ
ぼ
一
二
月
の
改
訂
案
に
沿
っ
た
形
で
あ
っ
た
が
、
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
の
適
用
に
段
階
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採

り
入
れ
ら
れ
た
ほ
か
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ダ
イ
レ
ク
ト
＋
の
再
改
定
拡
張
案
を
実
施
困
難
に
し
か
ね
な
い
、
自
動
執
行
可
能
な
市
場
の
最
良

気
配
で
な
い
指
値
注
文
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
の
適
用
は
見
送
ら
れ
た
。
こ
の
決
定
に
対
し
て
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
が
い
ち
早

く
賛
辞
を
表
明
し
た
の
に
対
し
て
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
銘
柄
の
多
く
を
取
引
す
る
イ
ン
ス
テ
ィ
ネ
ッ
ト
や
ア
ル
カ
エ
ッ
ク
ス
（A

rcaE
X

）、

ナ
ス
ダ
ッ
ク
か
ら
は
明
確
な
コ
メ
ン
ト
は
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
議
会
の
有
力
議
員
か
ら
は
こ
の
決
定
に
対
す
る

反
対
が
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
て
お
り
、
下
院
の
金
融
サ
ー
ヴ
ィ
ス
委
員
会
／
資
本
市
場
・
保
険
・
公
営
企
業
小
委
員
会
の
リ
チ
ャ

ー
ド
・
ベ
ー
カ
ー
委
員
長
（
共
和
党
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
）
は
こ
の
決
定
を
阻
止
す
る
た
め
の
法
案
を
提
出
す
る
と
意
気
込
ん
で
い
る
。

ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
電
子
版
に
よ
れ
ば
、
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
実
施
は
段
階
的
に
お
こ
な
わ
れ
、

新
た
な
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
は
二
〇
〇
六
年
四
月
一
〇
日
か
ら
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
上
場
の
一
〇
〇
銘
柄
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
上
場
の
一
〇
〇

銘
柄
、
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｘ
上
場
の
五
〇
銘
柄
を
対
象
と
し
て
導
入
さ
れ
、
同
年
六
月
一
二
日
に
は
す
べ
て
の
Ｎ
Ｍ
Ｓ
適
格
銘
柄
に
適
用
さ
れ

る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
最
小
呼
値
は
二
〇
〇
五
年
七
月
一
日
か
ら
、
市
場
情
報
料
収
入
の
分
配
は
二
〇
〇
六

年
七
月
か
ら
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
市
場
ア
ク
セ
ス
・
フ
ィ
ー
に
つ
い
て
は
導
入
日
時
が
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
（
７
）。
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４
　
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
意
味
す
る
も
の

二
〇
〇
四
年
二
月
の
公
表
直
後
か
ら
活
発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
則
改
正
案
、
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
は
二
〇
〇

五
年
四
月
六
日
に
最
終
決
定
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
四
月
六
日
の
オ
ー
プ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
ド
ナ
ル
ド
ソ
ン
委
員
長
の
オ

ー
プ
ニ
ン
グ
・
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
で
も
紹
介
さ
れ
た
通
り
、
当
初
案
に
対
し
て
九
〇
〇
件
、
一
二
月
の
改
訂
案
に
対
し
て
は
一
五
〇

〇
件
を
越
え
る
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
、
こ
れ
だ
け
関
係
者
の
関
心
を
集
め
た
規
則
は
珍
し
い
（
８
）。

中
で
も
取
引
所
上
場
株
式
に
お
け

る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
圧
倒
的
な
優
位
を
覆
し
か
ね
な
い
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
の
変
更
に
つ
い
て
は
提
案
直
後
か
ら
議
論
が
白
熱
し
、

Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
が
電
子
取
引
の
拡
張
に
よ
る
フ
ロ
ア
取
引
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
を
申
請
す
る
と
い
う
大
き
な
変
化
ま
で
も
た
ら
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
計
画
は
他
市
場
の
最
良
気
配
の
み
を
消
化
し
て
二
番
目
以
降
の
確
定
気
配
を
ト
レ
ー

ド
・
ス
ル
ー
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
の
盲
点
を
突
い
た
こ
の
計
画
を
承
認
す
る
の
か
ど
う
か
が
再

び
問
題
と
な
っ
た
。

四
月
六
日
の
最
終
決
定
は
直
前
に
予
想
さ
れ
た
通
り
の
内
容
で
あ
り
、
改
訂
案
に
ほ
ぼ
沿
っ
た
形
で
あ
っ
た
が
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ダ
イ

レ
ク
ト
＋
の
再
改
定
拡
張
案
を
実
施
困
難
に
し
か
ね
な
い
、
自
動
執
行
可
能
な
市
場
の
最
良
気
配
で
な
い
指
値
注
文
に
対
す
る
ト
レ

ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
の
適
用
（D

epth
of

B
ook

A
pproach

）
は
見
送
ら
れ
た
。
Ｄ
Ｏ
Ｂ
ア
プ
ロ
ー
チ
の
導
入
を
強
要
す
れ
ば
二
〇

〇
〇
年
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｂ
（C

entralLim
it

O
rder

B
ook

）
や
モ
ノ
リ
ス
（M

onolith

）
と
い
っ
た
批
判
を
呼
び
起
こ

し
、
四
分
野
の
規
則
変
更
す
べ
て
が
凍
結
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ダ
イ
レ
ク
ト
＋
の

拡
張
後
の
状
況
に
よ
っ
て
は
再
び
将
来
Ｄ
Ｏ
Ｂ
ア
プ
ロ
ー
チ
が
提
案
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
も
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

今
回
の
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
決
定
は
見
方
に
よ
っ
て
は
き
わ
め
て
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
た
も
の
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
と
り
わ
け
、
関
係
者
の
関
心
の
高
い
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
に
注
意
を
集
め
、
単
独
で
提
案
さ
れ
れ
ば
強
硬
な
反
対
も
出
か
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ね
な
い
問
題
を
大
き
な
反
対
も
な
く
、
通
過
さ
せ
る
こ
と
に
結
果
的
に
は
成
功
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル

ー
規
則
に
つ
い
て
も
、
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
（
選
択
的
適
用
除
外
）
と
い
う
極
論
を
提
案
し
、
こ
れ
に
対
す
る
反
対
意
見
を
利
用
し
て
、

ま
ず
ト
レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
規
則
の
撤
廃
を
封
じ
る
一
方
、
自
動
執
行
可
能
で
な
い
気
配
に
対
す
る
自
動
執
行
可
能
で
あ
る
気
配
の
ト

レ
ー
ド
・
ス
ル
ー
を
認
め
る
こ
と
で
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
電
子
化
を
強
力
に
後
押
し
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
今
度
は
Ｃ

Ｌ
Ｏ
Ｂ
に
も
な
り
か
ね
な
い
Ｄ
Ｏ
Ｂ
ア
プ
ロ
ー
チ
を
追
加
提
案
す
る
こ
と
で
、
最
良
気
配
に
あ
る
注
文
だ
け
を
対
象
と
し
た
Ｂ
Ｂ
Ｏ

（B
est

B
it

and
O

ffer
）
ア
プ
ロ
ー
チ
に
落
ち
着
け
ば
Ｄ
Ｏ
Ｂ
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
さ
れ
る
よ
り
は
ま
だ
ま
し
で
あ
る
と
い
う
安
堵
感

を
反
対
者
に
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
筋
書
き
を
最
初
か
ら
計
画
し
た
参
謀
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
い
た
の
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
が
、
後
知
恵
で
は
そ
う
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
ド
ナ
ル
ド
ソ
ン
委
員
長
が
う
ま
く
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
決
定
で
あ

る
と
最
終
的
に
自
画
自
賛
し
た
あ
た
り
か
ら
は
そ
う
し
た
疑
い
も
浮
か
ん
で
く
る
。

さ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
株
式
市
場
を
特
徴
付
け
て
き
た
Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
改
革
は
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
と
い
う
形
で
、
ひ
と
ま
ず
は

方
向
が
定
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
事
態
は
目
標
で
は
な
く
、
Ｎ
Ｍ
Ｓ
を
補
強
す
る
た
め
の
手
段
に
過

ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
Ｎ
Ｍ
Ｓ
（
全
米
市
場
シ
ス
テ
ム
）
事
態
も
、
よ
り
良
い
市
場
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
一
九
七
五
年
証

券
諸
法
改
革
法
で
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
が
目
標
で
は
あ
り
え
な
い
。
市
場
間
競
争
を
通
じ
て
効
率
性

を
高
め
る
と
い
う
目
標
と
、
市
場
の
分
裂
を
回
避
す
る
た
め
に
市
場
の
統
合
を
進
め
る
と
い
う
目
標
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
こ
そ

Ｎ
Ｍ
Ｓ
の
役
割
で
あ
り
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
が
ど
ち
ら
か
に
偏
れ
ば
引
き
戻
す
必
要
が
、
通
信
・
情
報
技
術
の
進
歩
や
機
関
化
の
進
展

に
よ
っ
て
、
今
後
も
絶
え
間
な
く
生
じ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
株
式
市
場
に
関
し
て
言
え
ば
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ダ
イ
レ

ク
ト
＋
の
拡
張
案
の
実
施
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
点
が
最
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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案
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Ｓ
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Ｓ
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Ｃ
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テ
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１
　
は
じ
め
に

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
は
、
証
券
取
引
所
と
し
て
は
ア
メ
リ
カ
で
最
初
の
完
全
電
子
化
さ
れ
た
証
券
取
引
所
で
あ
り
、
ま
た

最
初
の
株
式
会
社
組
織
の
証
券
取
引
所
の
一
つ
で
も
あ
る
。
国
法
証
券
取
引
所
で
あ
っ
た
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
（
Ｐ
Ｃ
Ｘ
）

と
、
取
引
所
登
録
を
受
け
ず
に
営
利
で
市
場
運
営
を
行
う
「
電
子
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｅ
Ｃ
Ｎ
）」
で
あ
る

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
が
二
〇
〇
〇
年
七
月
に
提
携
し
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
の
シ
ス
テ
ム
で
稼
働
す
る
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
（A

rcaE
x

）

を
設
立
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
の
自
主
規
制
の
も
と
で
運
営
す
る
形
を
と
っ
て
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
承
認
を

得
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
の
稼
働
後
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
は
現
物
株
式
の
取
引
を
徐
々
に
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引

所
に
移
管
し
、
自
ら
は
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
と
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
に
対
す
る
自
主
規
制
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
収
益
を
得
な

が
ら
運
営
し
て
き
た
。
二
〇
〇
五
年
一
月
に
は
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
の
持
株
会
社
で
あ
る
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ズ
が
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
の
持
株
会
社
で
あ
る
Ｐ
Ｃ
Ｘ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ズ
を
完
全
に
買
収
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と

が
発
表
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

証
券
取
引
所
の
株
式
会
社
化
は
、
従
来
会
員
組
織
で
あ
っ
た
証
券
取
引
所
が
、
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
株
式
会
社
化
す
る
方

向
で
進
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら
れ
る
。
株
式
会
社
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
思
決
定
の
迅
速
化
を
は
か
る
と
と
も
に
、
競
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ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
と
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
の
経
営
に
つ
い
て

清
水
　
葉
子



争
が
激
化
す
る
シ
ス
テ
ム
投
資
を
ま
か
な
う
た
め
の
資
金
調
達
を
効
率
的
に
進
め
る
と
い
っ
た
目
的
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
の
ケ
ー
ス
で
は
、
も
と
も
と
営
利
組
織
で
あ
っ
た
電
子
取
引
シ
ス
テ
ム
が
、
取
引
規

模
の
小
さ
い
地
方
証
券
取
引
所
と
の
提
携
を
進
め
、
最
終
的
に
は
完
全
買
収
す
る
形
に
向
か
っ
て
お
り
、
日
本
と
は
逆
の
方
向
か
ら

営
利
証
券
取
引
所
が
誕
生
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
と
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
と
の
提
携

（
１
）
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
は
、
一
八
八
二
年
に
設
立
さ
れ
、
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
と
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
両
方
に
株
式
取
引
の

フ
ロ
ア
ー
を
持
ち
、
加
え
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
は
オ
プ
シ
ョ
ン
の
取
引
も
行
う
証
券
取
引
所
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
七
月
に
成
立
し
た
合
意
に
基
づ
い
て
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
は
（
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
の
親
会
社
で
あ
る
）
ア
ー

キ
ペ
ラ
ゴ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ズ
と
の
間
で
資
本
提
携
を
行
っ
た
。
こ
の
提
携
に
よ
っ
て
、
電
子
取
引
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
ア
ー
キ

ペ
ラ
ゴ
は
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
の
自
主
規
制
機
能
の
下
で
開
設
・
運
営
さ
れ
る
市
場
と
し
て
証
券
取
引
所
登
録
を
得
る
こ

と
と
な
っ
た
。
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
正
式
登
録
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
で
あ
る
。

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
は
、
こ
の
提
携
に
先
立
っ
て
、
現
物
株
式
の
取
引
を
扱
う
部
門
を
一
〇
〇
％
子
会
社
と
し
て
独
立
さ

せ
、
Ｐ
Ｃ
Ｘ
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
ズ
（PC

X
E

quities

）
と
し
た
。
Ｐ
Ｃ
Ｘ
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
ズ
は
、
一
九
九
九
年
三
月
に
全
米
初
の
営
利

証
券
取
引
所
と
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
登
録
を
受
け
て
い
る
。
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
と
の
提
携
は
、
こ
の
Ｐ
Ｃ
Ｘ
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
ズ
の
行
う
現
物

取
引
を
徐
々
に
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
に
移
管
す
る
と
い
う
も
の
で
、
二
〇
〇
一
年
五
月
に
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
の
フ
ロ
ア
ー
を

閉
鎖
、
続
い
て
二
〇
〇
二
年
三
月
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
現
物
取
引
の
フ
ロ
ア
ー
を
廃
止
し
て
、
現
在
で
は
物
理
的
な
フ
ロ
ア
ー
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を
全
く
持
た
な
い
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
が
現
物
株
式
の
全
取
引
を
行
っ
て
い
る
。

一
方
、
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
の
方
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
の
フ
ロ
ア
ー
で
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
二

〇
〇
三
年
一
一
月
か
らPC

X
Plus

と
呼
ば
れ
る
新
シ
ス
テ
ム
が
稼
働
し
て
お
り
、
現
在
は
フ
ロ
ア
ー
と
電
子
シ
ス
テ
ム
の
ハ
イ
ブ
リ

ッ
ド
市
場
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
一
七
〇
〇
以
上
の
取
扱
オ
プ
シ
ョ
ン
銘
柄
の
う
ち
、
す
で
に
一
三
〇
〇
が
電
子
シ
ス
テ
ム
に

移
行
し
て
お
り
、
将
来
的
に
は
完
全
電
子
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
る
見
通
し
で
あ
る
。

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
の
親
会
社
で
あ
る
Ｐ
Ｃ
Ｘ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
現
物
取
引
を
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
に
移

管
し
た
こ
と
で
、
残
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
行
う
ほ
か
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
に
自
主
規
制
サ
ー
ビ
ス
提
供
し
て
対
価

を
得
る
こ
と
を
主
な
業
務
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、PC

X
E

R
egulation

と
い
う
自
主
規
制
を
行
う
子
会
社
を
設
立
し
て
、
上
場

審
査
や
取
引
の
監
理
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

（
２
）
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
は
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
の
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ド
・
ア
ナ
リ
テ
ィ
ク
ス
社
の
出
資
で
一
九
九
六
年
一
二

月
に
設
立
さ
れ
、
翌
年
一
月
か
ら
取
引
を
開
始
し
た
「
電
子
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｅ
Ｃ
Ｎ
）」
で
あ
る
。「
電

子
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
は
、
証
券
取
引
所
登
録
を
受
け
ず
に
営
利
業
務
と
し
て
市
場
運
営
を
行
う
ビ
ジ
ネ

ス
で
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
設
立
の
一
九
九
六
年
に
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た
新
規
則
で
あ
る
オ
ー
ダ
ー
・
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
・
ル
ー
ル
に
よ
っ
て

定
義
さ
れ
た
。

オ
ー
ダ
ー
・
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
・
ル
ー
ル
で
は
、
そ
れ
ま
で
十
分
な
規
制
を
受
け
ず
「
隠
れ
た
市
場
」
と
な
っ
て
い
た
Ｅ
Ｃ
Ｎ
に
対

し
て
新
た
な
規
制
を
課
す
と
と
も
に
、
技
術
革
新
の
障
害
と
な
ら
な
い
よ
う
、
Ｅ
Ｃ
Ｎ
の
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
可
能
性
に
十
分
な
配
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慮
が
行
わ
れ
た
規
制
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
Ｅ
Ｃ
Ｎ
ビ
ジ
ネ
ス
を
チ
ャ
ン
ス
と
見
た
シ
ス
テ
ム
が
「
市
場
運
営
ビ
ジ
ネ
ス
」
に
乗

り
出
し
た
年
で
も
あ
っ
た
。
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
と
同
時
期
に
最
も
初
期
の
四
つ
の
Ｅ
Ｃ
Ｎ
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
は
、E

*T
rade

グ
ル
ー
プ
、
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
、
Ｊ
・
Ｐ
・
モ
ル
ガ
ン
な
ど
の
出
資
を
う
け
、

ビ
ジ
ネ
ス
を
拡
大
す
る
。
一
九
九
九
年
八
月
に
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
証
券
取
引
所
と
し
て
の
登
録
申
請
を
行
う
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
登
録
は
得
ら

れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
、
方
針
を
転
換
し
、
既
存
の
証
券
取
引
所
と
提
携
す
る
方
向
に
切
り
替
え
て
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引

所
と
の
合
意
を
め
ざ
し
た
と
さ
れ
る
。
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
と
の
提
携
を
発
表
し
、
七
月
に
正
式
な
契

約
を
交
わ
す
と
と
も
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
か
ら
の
取
引
所
登
録
を
受
け
た
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
の
翌
年
に
は
、
同
じ
く
Ｅ
Ｃ
Ｎ
で
あ
る
が
取

引
高
の
伸
び
悩
ん
で
い
たR

E
D

IB
oo

、G
lobal

N
et

を
合
併
・
買
収
し
て
市
場
シ
ェ
ア
の
拡
大
を
は
か
り
、
二
〇
〇
二
年
三
月
か
ら

証
券
取
引
所
と
し
て
本
格
稼
働
し
て
い
る
。

３
　
現
在
の
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
取
引
所
（A

rcaE
x

）
は
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
の
自
主
規
制
の
下
で
開
設
・
運
営
さ
れ
る
営
利
証
券
市
場

と
し
て
、
国
法
証
券
取
引
所
と
し
て
の
登
録
を
受
け
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て

い
た
約
三
〇
〇
の
上
場
銘
柄
に
加
え
て
、
こ
れ
ま
で
Ｅ
Ｃ
Ｎ
と
し
て
扱
っ
て
き
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
、
ア
メ
リ
カ
ン
証
券

取
引
所
の
上
場
銘
柄
を
非
上
場
取
引
特
権
（
Ｕ
Ｔ
Ｐ
）
に
よ
っ
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｅ
Ｃ
Ｎ
ビ
ジ
ネ
ス
の
中
心
で
あ
っ

た
ナ
ス
ダ
ッ
ク
銘
柄
の
株
式
に
つ
い
て
も
、
店
頭
銘
柄
の
非
上
場
取
引
特
権
（O

T
C

-U
T

P

）
に
よ
っ
て
取
扱
い
続
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
結
果
、
現
在
で
は
合
計
八
〇
〇
〇
銘
柄
の
株
式
の
取
引
と
、
Ｅ
Ｔ
Ｆ
が
取
引
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
が
正
式
の
証
券
取
引
所
と
な
っ
た
こ
と
で
市
場
情
報
収
入
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
収
益
面
で
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非
常
に
大
き
く
、
そ
も
そ
も
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
が
Ｅ
Ｃ
Ｎ
で
は
な
く
証
券
取
引
所
と
し
て
の
登
録
を
得
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
市
場

情
報
収
入
が
、
目
当
て
で
あ
る
と
も
さ
れ
て
い
た
。
あ
と
で
見
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
四
年
一
年
間
の
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
・
グ
ル
ー
プ
の

総
収
入
の
約
一
割
強
は
、
こ
の
市
場
情
報
収
入
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
。

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
は
親
会
社
で
あ
る
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
所
有
と
な
っ
て
い
る
。
持
株
会
社
ア
ー

キ
ペ
ラ
ゴ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
下
に
、
営
利
取
引
所
で
あ
る
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
の
ほ
か
、
代
替
的
取
引
シ
ウ
テ
ム

（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
と
し
てA

rcaE
dge

を
所
有
し
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
店
頭
銘
柄
（O

T
C

B
uliten

B
oard

や
ピ
ン
ク
シ
ー
ト
銘
柄
）
の
取
引
を
行
っ
て
い
る
。
持
株
会
社
の
傘
下
に
は
、
ほ
か
に
証
券
会
社
な
ど
七
社
の
証
券

関
連
子
会
社
を
所
有
し
て
い
る
。

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
は
、
他
の
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
的
取
引
所
と
異
な
り
、
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
や
市
場
デ
ィ
ー
ラ
ー
も
顧
客

と
同
じ
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
板
に
注
文
を
出
す
こ
と
で
純
粋
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
で
の
株
式
の
取
引
状
況
は
後
の
図
表
２
か
ら
４
の
通
り
で
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
と
ア
ー
キ

ペ
ラ
ゴ
と
の
提
携
後
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
銘
柄
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
株
数
、
件
数
、
金
額
と
も
に
顕
著
な
増
加
が
見
ら
れ
る
。

４
　
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
と
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
の
収
支
状
況

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
の
年
次
報
告
書
か
ら
み
た
収
支
状
況
は
、
図
表
１
の
通
り
で
あ
る
。
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
は
、

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
と
の
提
携
前
の
二
〇
〇
〇
年
か
ら
す
で
に
収
支
は
七
四
五
万
ド
ル
の
赤
字
と
な
っ
て
い
た
。
提
携
に
よ
っ
て
現
物
株

式
を
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
に
移
管
し
た
こ
と
で
収
入
が
一
〇
・
五
％
減
少
し
た
も
の
の
、
市
場
運
営
の
た
め
の
支
出
も
減
少
し
た
結
果
、

二
〇
〇
一
年
の
最
終
赤
字
は
六
一
九
万
ド
ル
に
と
ど
ま
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
の
最
終
赤
字
は
九
九
九
万
ド
ル
に
拡
大
し
て
い
る
が
、
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図表１　パシフィック証券取引所および子会社の収支

（単位：千ドル）

税引き前利益

2002 2003

－16772 1887
－9995 358税引後純利益

2001

－9594
－6193

1999 2000
収入
取引サービス手数料 56657 58933 46666 36425 30763
コミュニケーション 14615 12208 7584 4915 4254
会費 4675 4940 4626 4972 4870
規制および登録手数料 1455 4905 6849 9552 9316
市場情報収入など 1865 1763 932 453 132
上場手数料 1497 1055 1006 269 －
アーキペラゴからの収入 － 8257 14872 16029 14593
その他 1687 1987 1592 2706 2530
収入合計 82451 94048 84127 75748 66458
支出
人件費 39494 41821 39055 29990 28235
専門サービス 9799 14873 6334 1709 4506
設備 10398 13792 4653 3547 3534
施設利用料 8650 10000 8572 7204 5655
通信費 6567 7686 7311 3831 3713
旅費 1768 1889 1198 635 543
データ処理料 1055 901 1239 2247 2489
資産の損失・減価償却 143 1073 14973 12918 13470
訴訟費用 － 4500 － － －2250
一般管理費 6188 7877 6028 5631 5770
支出合計 84062 104412 89363 67712 65665
営業利益 －1611 －10364 －5236 8036 793
その他
利子収入 1314 2557 840 125 81
アーキペラゴ関連の損失 － －3945 －5198 －24933 1013
その他 328 7 － － －

31 －11745
－156 －7453

（出所）パシフィック証券取引所の年次報告書各年より作成



図表３　アーキペラゴ証券取引所の規模（件数、100万件）

（出所）図表２に同じ
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図表２　アーキペラゴ証券取引所の取引規模（株数、100万株）

（出所）アーキペラゴ証券取引所ウェブサイトより作成
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（50）

こ
れ
は
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
の
保
有
す
る

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
株
式
価
値
の
下
落
な
ど
が
計
上
さ

れ
た
た
め
で
、
営
業
利
益
で
は
八
〇
三
万
ド
ル
の

黒
字
を
確
保
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
三
年
度
か
ら

は
、
営
業
利
益
で
も
黒
字
を
確
保
し
た
ほ
か
、
わ

ず
か
で
は
あ
る
が
最
終
的
な
黒
字
確
保
に
成
功
し

て
い
る
。

二
〇
〇
三
年
で
見
た
総
収
入
は
、
約
六
六
五
〇

万
ド
ル
、
収
入
は
徐
々
に
減
少
し
て
い
る
が
、
支

出
の
削
減
が
補
っ
た
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。
最

大
の
収
入
項
目
は
取
引
手
数
料
で
三
〇
七
六
万
ド

ル
、
つ
づ
い
て
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
か
ら
得
る
収
入
一

四
五
九
万
ド
ル
の
ほ
か
、
規
制
サ
ー
ビ
ス
か
ら
九

三
二
万
ド
ル
の
収
入
を
得
て
い
る
。

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
の
親
会
社
で
あ
る

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
傘
下

に
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
ほ
か
、
代
替
的
取

引
シ
ス
テ
ム
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
や
証
券
会
社
な
ど
七
社

図表４　アーキペラゴ証券取引所の取引規模（金額、10億ドル）

（出所）図表２に同じ
20
01
年
12
月
 

20
02
年
２
月
 

20
02
年
４
月
 

20
02
年
６
月
 

20
02
年
８
月
 

20
02
年
10
月
 

20
02
年
12
月
 

20
03
年
２
月
 

20
03
年
４
月
 

20
03
年
６
月
 

20
03
年
８
月
 

20
03
年
10
月
 

20
03
年
12
月
 

0

50

100

150

200

250

ナスダック 
上場銘柄 
取引所 
上場銘柄 



の
子
会
社
を
持
つ
持
株
会
社
で
あ
る
。
ア

ー
キ
ペ
ラ
ゴ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
経

営
状
況
は
、
二
〇
〇
四
年
八
月
に
株
式
公

開
さ
れ
る
ま
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
が
、
株
式
公
開
に
と
も
な
っ

て
、
二
〇
〇
四
年
分
の
収
益
が
公
開
さ
れ

た
（
１
）。

そ
れ
に
よ
る
と
、
総
収
入
は
二
〇
〇

三
年
の
四
億
五
八
三
〇
万
ド
ル
か
ら
一

八
・
一
％
増
加
し
て
、
五
億
四
一
三
〇
万

ド
ル
と
な
り
、
大
き
く
拡
大
し
て
い
る
。

最
大
の
収
入
項
目
は
取
引
手
数
料
で
四

億
八
四
二
〇
万
ド
ル
、
続
い
て
、
市
場
情

報
収
入
が
約
五
六
六
〇
万
ド
ル
と
大
き
な
項
目
に
な
っ
て
い
る
。

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
よ
る
と
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
で
の
取
引
高
は
、
二
〇
〇
三
年
の
一
一
六
八
億

株
か
ら
、
一
四
〇
三
億
株
へ
と
大
き
く
増
加
し
、
ア
メ
リ
カ
の
証
券
市
場
全
体
の
取
引
高
の
一
四
・
二
％
を
占
め
た
と
し
て
い
る
。

市
場
別
に
見
る
と
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
上
場
銘
柄
の
取
引
に
占
め
る
シ
ェ
ア
で
は
、
二
〇
〇
三
年
の
二
四
・
六
％
か
ら
二
五
・
三
％
へ
と

減
少
し
た
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
ン
証
券
取
引
所
上
場
銘
柄
の
取
引
で
、
同
一
・
一
％
か
ら
一
・
八
％

へ
、
同
一
二
・
二
％
か
ら
二
二
・
七
％
へ
と
増
加
し
た
。
ま
た
、
他
市
場
に
回
送
せ
ず
に
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
内
で
付
け
合
わ
せ
が
行

（51）

図表５　アーキペラゴ・ホールディングズの収益

（単位：千ドル）

税引き前利益

2004．12 2003．12

75,896 1,773
68,940 1,773税引後純利益

（出所）アーキペラゴ・ホールディングズのウエブサイトよ
り作成

収入
取引手数料 484,208 428,428
市場情報収入 56,598 29,461
上場手数料 445 449
収入合計 541,251 458,338
直接経費
流動性経費 200,655 152,834
回送手数料 90,364 115,050
清算その他取引手数料 39,141 65,717
直接経費合計 330,160 333,601
間接経費
人件費 42,794 39,986
減価償却ほか 26,680 30,530
通信費 19,598 20,687
宣伝広告費 20,286 8,267
法務および専門サービス 11,520 8,611
地代など 4,609 4,155
一般管理費 12,605 11,668
間接経費合計 138,092 123,904
営業利益 72,999 833
利子その他 2,897 940



わ
れ
る
内
部
マ
ッ
チ
ン
グ
比
率
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
収
益
に
寄
与
し
た
要
因
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

５
　
お
わ
り
に

以
上
か
ん
た
ん
に
見
て
き
た
が
、
現
物
株
式
部
門
を
手
放
し
た
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
に
比
べ
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｎ
と
し
て
の
ビ
ジ

ネ
ス
を
事
実
上
継
続
し
な
が
ら
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
の
自
主
規
制
を
受
け
る
こ
と
で
証
券
取
引
所
と
し
て
の
地
位
を
得
た

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
の
規
模
は
格
段
に
大
き
く
、
規
制
上
の
重
要
性
と
は
逆
に
、
巨
大
Ｅ
Ｃ
Ｎ
に
正
式
の
証
券
取
引
所
が
寄

生
す
る
形
で
提
携
以
来
の
市
場
運
営
が
行
わ
れ
て
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
の
持
株
会
社
で
あ
る
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
二
〇
〇
四
年
八
月
に
株
式
公
開
を

成
功
さ
せ
る
と
、
二
〇
〇
五
年
一
月
に
は
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
の
持
ち
株
会
社
で
あ
る
Ｐ
Ｃ
Ｘ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ズ
を
買
収

す
る
こ
と
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
買
収
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
承
認
を
待
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
が
、
現
実
化
す
る
と
、

取
引
規
模
で
も
資
金
面
で
も
は
る
か
に
大
き
い
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
・
グ
ル
ー
プ
に
小
さ
な
地
方
証
券
取
引
所
が
飲
み
込
ま
れ
る
形
に
な

る
と
予
想
さ
れ
る
。

こ
の
買
収
に
よ
っ
て
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
の
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
も
手
が
け
る
こ
と
に

な
る
た
め
、
Ｅ
Ｃ
Ｎ
が
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
進
出
す
る
初
め
て
の
ケ
ー
ス
と
な
る
。
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
の
た
め

の
完
全
電
子
シ
ス
テ
ム
、PC

X
Plus

の
強
化
を
進
め
る
こ
と
で
、
業
界
随
一
の
低
コ
ス
ト
市
場
を
実
現
す
る
と
し
て
い
る
。

加
え
て
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
の
自
主
規
制
部
門
も
傘
下
に
お
さ
め
る
ほ
か
、
パ
シ
フ

ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
が
保
有
し
て
い
た
オ
プ
シ
ョ
ン
ズ
・
ク
リ
ア
リ
ン
グ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｏ
Ｃ
Ｃ
）
の
持
分
の
二
〇
％
も

手
中
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
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も
っ
と
も
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
で
の
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
は
全
米
六
つ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
所
の
中
で
第
五
位
、
シ
ェ
ア

で
一
二
・
三
％
と
決
し
て
大
き
い
わ
け
で
は
な
い
。
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
に
よ
る
買
収
を
機
に
、
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
の
た
め
の
フ
ロ
ア
ー

も
二
〇
〇
五
年
末
ま
で
に
廃
止
す
る
予
定
と
さ
れ
て
お
り
、
完
全
電
子
化
を
進
め
る
こ
と
で
、
い
か
に
低
コ
ス
ト
の
市
場
と
し
て
運

営
で
き
る
か
が
、
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
関
す
る
鍵
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

注（
１
）

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
トhttp://w

w
w

.archipelago.com
/

に
よ
る
。

（
し
み
ず
　
よ
う
こ
・
客
員
研
究
員
）
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